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（１）応急医療救護所（１次救護所）の見直し状況 

 

●八千代市地域防災計画上の位置付け修正 

・令和６年７月３０日…第１回防災会議（修正方針の審議） 

・令和６年１２月１８日～令和７年１月１７日…パブリックコメント 

現在 

 

 

 

 

 

 

 

修正素案 

 

 

 

 

 

 

・令和７年２月…第２回防災会議（最終案の審議） 

・令和７年３月…地域防災計画の確定・公表，県への報告 

●救護所の見直しに伴う備品の整備状況 

№ 物資名 数量 使用場所 八千代台東小 西高津小 

１ テント（小） １張 救護所運営 〇 〇 
２ テント（大） １張 

救護所 

〇 〇 
３ 蓄電池 １台 〇 〇 
４ 発電機 １台 〇 － 
５ 投光器 ２台 〇 〇 
上記の他，令和６年度内に整備を検討している備品 
６ 救護所運営用ランタン １式 救護所運営 〇 〇 
７ 災害用敷マット １式 

救護所 

〇 〇 
８ 簡易ベッド ２台 〇 〇 
９ 血圧計 １台 〇 〇 
10 聴診器 ２個 〇 〇 
11 ブルーシート（大） ２枚 〇 〇 
12 コードリール ２台 救護所・救護所運営 〇 〇 
13 事務用品 １式 救護所運営 〇 〇 

 

 

 

 

 

 

●１次救護所の開設マニュアル（案）について 

 

●学校への救護所の位置付け時期…３月（テント・蓄電池等の納品後） 

【救護所テントイメージ】 

八千代台東小学校（エアーテント）     西高津小学校（ワンタッチテント） 

 

２月納品 

３月納品 
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●現在の救護所開設マニュアル（案） 

応急医療救護所開設マニュアル【八千代台東小学校版】 

 

１．目的 

 このマニュアルは，八千代市地域防災計画の規定に基づき，応急医療救護所（以下「救護

所」といいます。）を 八千代台東小学校 に開設する際の開設手順等を示したものです。開

設にあたっては，施設管理者（学校長）及び避難所運営委員会と調整を図りながら，迅速に

救護所を立ち上げ，応急医療救護活動マニュアルに基づき，応急医療救護活動を実施します。 

 

２．救護所の役割（業務内容） 

 (1)傷病者の傷害等の程度の判別と優先順位付け（トリアージ※） 

  ※学校救護所では，医療資源に限りがあるため，原則，軽症（緑タグ）及び可能な範囲で中等症（黄タグ） 

患者の対応のみとし，中等症～重症（赤タグ）患者は，八千代医療センターを第１候補に他の救護所へ 

搬送するよう，八千代市応急医療救護本部（八千代医療センター内）に要請します。 

 (2)傷病者の応急処置 

 (3)応急医療救護本部への連絡調整 

 (4)応急医療救護本部，他の救護所との搬送調整 

 

３．救護所要員及び役割分担 

医師・看護師※1 〇名 救護所の開設，トリアージ，応急処置，搬送調整 

※詳しくは，「応急医療救護活動マニュアル」を参照す
ること。 

健康福祉部連絡員※2 ４２名 救護所の開設，応急医療救護本部（八千代医療センター
内）等との連絡調整（搬送調整含む） 
※詳しくは，「応急医療救護活動職員マニュアル」及び 
「応急医療救護活動マニュアル」を参照すること。 

避難所運営委員会 

※人数が足りない場合に要請 

適宜 
救護所の開設（補助） 

  ※1 参集する医師・看護師のリストは，あらかじめ医師会において決定し，本人に通知しておくものとします。 
  ※2 参集する連絡員は，あらかじめ市健康福祉部において決定し，本人に通知しておくものとします。 

 ➡参集した医師の中から責任者を選定します。 

【責任者】 

 

            医師 

救護所における応急医療救護活動（トリアージ・応急処置，

搬送調整）の指揮命令権者となります。 

【主な役割】 

 ▶参集した医師・看護師をトリアージポスト，応急処置の 

各エリアに割り振る 

 ▶応急医療救護本部，医師会本部（八千代医療センター内）

との連絡調整（主に搬送調整） 

  ★責任者は，あくまで救護所における応急医療救護活動（トリアージ・応急処置，搬送調整）

を統括する立場であり，学校・避難所運営委員会との調整や，応急医療救護本部への連絡

等は，健康福祉部連絡員が中心となって行います。 

 

学校救護所

を速やかに

開設できる

ように４名

へ変更 

-１- 
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４．開設手順 

(1) 救護所要員の参集 

 （平日日中） （夜間・休日） 

 【医師・看護師】  

所属医療機関での業務を一旦停止し，速や

かに指定された救護所に参集します。 

※参集に支障がある場合は，eST-aidを利用し， 

医師会に報告し，代替要員の調整をします。 

【健康福祉部連絡員】  

所属での業務を一旦停止し，所属長に報告

の上，公用車等で指定された救護所に参集

します。 

※参集に支障がある場合は，部内で代替要員の調整を 

します。 

 

救護所に向かう前，○○に立ち寄り，P8 資

料④「医薬品・衛生材料一覧」の医薬品等

を受け取ってから参集します。 

【医師・看護師】  

自身・家族の安全を確保し，速やかに指定

された救護所に参集します。 

※参集に支障がある場合は，eST-aidを利用し，   

医師会に報告し，代替要員の調整をします。 

【健康福祉部連絡員】  

自身・家族の安全を確保してから，速やか

に市役所に参集し，公用車等で指定された

救護所に参集します。 

※参集に支障がある場合は，職員連絡メール等でそ 

の旨連絡し，部内で代替要員の調整をします。 

 

救護所に向かう前，○○に立ち寄り，P8 資

料④「医薬品・衛生材料一覧」の医薬品等

を受け取ってから参集します。 

(2) 他の救護所要員と合流施設の開錠 

 （平日日中） （夜間・休日） 

 参集後，速やかに屋外救護所前（P6 資料②

を参照）で他の救護所要員，または，避難

所運営委員会と合流します。 

参集後，速やかに屋外救護所前（P6 資料②

を参照）で他の救護所要員特別非常参集職

員・避難所運営委員会と合流し，施設の開錠

を依頼します。 

(3) 学校施設の安全確認，救護所の開設可否の確認 

 避難所運営委員会により，避難所開設にあたっての施設の安全確認が行われるので，救護

所の開設についても支障がないか確認します。荒天等で屋外設置が困難な場合は，次に，

屋内設置（P6資料②を参照）について学校側と調整します。 

その後，救護所の開設可否を，デジタルＭＣＡ無線等を利用して応急医療救護本部に報告

します。 

 

 

 

 

※予備として，避難所の MCA無線（八千代台東小 506）も使用可能。その場合は医師会グループに 

登録されていないため，必ず個別モードで通信すること 

連
絡
方
法 

施設名 MCA無線 NTT電話 

応急医療救護本部 199 458-6297 

八千代台東小学校(救護所) 758 483-4547 

(4) 物資の運搬 

 防災倉庫等から救護所に使用する物資（P3一覧表を参照）を搬出し，P6資料②「全体レイ

アウト（案）」を参考に，必要な使用場所に運びます。 

なお，施設の被害状況等に応じ，レイアウトや設置場所は，責任者を中心に協議し，適宜変

更してください。 

医薬品等の

運搬は健康

福祉課職員

が実施する

ため削除 

校門は常に

開錠されて

おり，屋外

で救護所を

開設するた

め修正 

-２- 
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 (5) トリアージポスト（応急処置エリア含む）の設置 

 運ばれた物資を使用し，P7資料③「救護所内レイアウト（案）」を参考に，トリアージポス

ト（応急処置エリア含む）を設置します。 

また，トリアージ後の重症（赤タグ）及び中等症（黄タグ）患者の待機場所として，トリア

ージポストの近くにシートを敷きます。 

なお，トリアージの結果，死亡群（黒タグ）と判定された方の収容場所について，学校側と

協議すること。 

(6) 開設完了報告 

 トリアージポスト及び応急処置エリアの設置が完了し，活動を開始できるようになったら，

デジタルＭＣＡ無線等で応急医療救護本部に開設完了の旨を報告します。 

 

５．使用する物資及び保管場所 

  ・ピンク…購入が必要なもの ・グリーン…防災倉庫にあるが追加で購入したいもの 

 ・イエロー…防災倉庫のものを使わせてもらうもの 

№ 物資名 数量 保管場所 使用場所 

1 テント（小） 1張 防災倉庫 

受付・本部テント 

2 机 6台 会議室 

3 椅子 10脚 会議室 

4 簡易担架 1基 防災倉庫 

5 救護所要員用ビブス 数枚 防災倉庫 

6 事務用品※ 1式 防災倉庫 

7 記録用紙 数枚 防災倉庫 

8 ホワイトボード 1台 会議室 

9 デジタルＭＣＡ無線 1台 職員室 

10 テント（大） 1張 防災倉庫 

トリアージポスト 

11 投光器 2基 防災倉庫 

12 発電機 1台 防災倉庫 

13 コードリール 1台  防災倉庫 

14 毛布 20枚 防災倉庫 

15 トリアージタグ 100枚 防災倉庫 

16 簡易ベッド 1台 防災倉庫 

トリアージポスト
（応急処置エリア） 

17 ＡＥＤ 1台 体育館・保健室 

18 血圧計 1台 防災倉庫 

19 聴診器 2個 防災倉庫 

20 
トリアージシート（4色） 
ブルーシート（大） 

1式 防災倉庫 待機エリア（赤・黄） 

21 台車 1台 防災倉庫 （物資運搬用） 

 ※事務用品一覧：鉛筆，ボールペン，マジック，粘着テープ，養生テープ，白紙，ハサミ，マグ

ネット，・・・（他に必要な事務用品がないか検討）・・・ 

現在の備蓄品

を使用できる

ため購入不要

（ピンクから

変更） 

ブルーシー

ト(大)とカ

ラーテープ

で代用でき

るため変更 

-３- 
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６．医薬品・衛生材料について 

 八千代市では，応急医療救護活動で使用する医薬品・衛生材料については，各災害医療地区

病院（救護所設置病院）にて循環型備蓄方式で備蓄しています。 

しかし，学校に設置される救護所の場合は，平常時の診療で使用しながら循環させることが

出来ず，また，学校内での保管場所の確保が難しいことから，当該救護所で使用する分につい

ては，八千代市薬剤センターでにて併せて循環備蓄しています。 

 したがって，災害時には，八千代市薬剤センターから P8 の資料④「医薬品・衛生材料一覧」

の医薬品等を持ち出し，当該救護所に運搬搬送する必要があります。 

医薬品等の搬送は，健康福祉課職員が，健康福祉部連絡員が，市役所から当該救護所に移動

する前に，八千代市薬剤センターでに立ち寄り，医薬品等を受け取りった上で参集することと

救護所に運搬します。 

●医薬品衛生材料の保管場所 

救護所種別 保管場所 使用者 持ち出し者 

病院設置型 各病院（循環型） 活動する医師・看護師等 各病院職員等 

学校設置型 八千代市薬剤センター 活動する医師・看護師等 

市職員 

（健康福祉課職員） 

（健康福祉部連絡員） 

 

７．更新履歴 

令和 7年(2025年) 月 日初版 

八千代市薬剤

師会の協力で

八千代市薬剤

センターで保

管していただ

けることとな

りました。 

-４- 
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【資料①】救護所開設場所（案）「人・車両の流れ」 

・屋外開設場所…基本的な開設場所 ・屋内開設場所…臨時の開設場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料②】救護所開設場所「全体レイアウト（案）」 

-５
- 
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【資料②】救護所開設場所「全体レイアウト（案）」 

※資料①を基に救護所設置をした場合の大まかな配置を示しています。あくまで(案)ですので，その時の状況に合わせて適宜変更してください。 

 

屋外開設場所 

待機スペース 

赤   黄 

物資を搬送 

物資を搬送 

（屋内開設時） 

避難者（避難所へ） 

救護所 

本
部
・
受
付 

避難所 

屋内開設場所（※必要に応じ開設） 

 

防災倉庫 

傷病者（救護所へ） 

テント(大) 

本部・受付 
トリアージポスト 

応急処置エリア 
 

 赤 黄 

※怪我をしていない避難者の流れと屋外救護所の配置を修正 

トリアージポスト 

応急処置エリア 

テント(小) 

-６
- 
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【資料③】「救護所内レイアウト（案）」 

※屋外設置の場合の例です。あくまで(案)ですので，その時の状況に合わせて適宜変更してください。 

※屋内設置の場合は，この案を参考に，空き教室・玄関等に展開してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷病者 

（トリアージへ） 

トリアージポスト 

応急処置エリア 

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド 

机 椅子 凡
例 

救
護
所
本
部 

受付 

本部・受付 

テント(小) テント(大) 

投光器 発電機 

傷病者の流れ 

避難者の流れ 

ト
リ
ア
ー
ジ 

物
資
置
き
用 

簡
易
ベ
ッ
ド 

物
資
置
き
用 

（応急処置へ） 

トリアージまたは応急処置終了後は 

待機エリア（赤・黄）または 

避難所（緑）へ 

※屋外救護所の配置を修正 

-７
- 
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【資料④】医薬品・衛生材料一覧 
 

 

【衛生材料】 
No 効能分類 材料名 規格等 単位数 実数 

1 
注射器 

シリンジ針付 5ml 21G  SS-05SZ2138×100本 1 100 本 

2 シリンジ針付 10ml 21G  SS-10SZ2138×100本 1 100 本 

3 輸液専用チュ－ブ テルフュージョン輸液セット 
DEHPフリー 

TI-U750P/50セット 
2 100 セット 

4 

添え木（副子） 

ソフラットシーネ 2（副木） 032043 Mサイズ 2 2   

5 ソフラットシーネ 2（副木） 032044 Lサイズ 2 2   

6 ソフラットシーネ 2（副木） 032045 LLサイズ 2 2   

7 
包帯 

メディタイト（包帯）  50mm×4.5m MW050025 ×6巻 5 30 巻 

8 メディタイト（包帯）  75mm×4.5m MW050025 ×6巻 5 30 巻 

9 
絆創膏 

優肌絆プラスチック（絆創膏） 12mm×7m 24巻 3511  5 120 巻 

10 優肌絆プラスチック（絆創膏） 25mm×7m 12巻 3512  5 60 巻 

11 カット綿 カット綿（脱脂綿） No.5 5cmX5cm 500g 2 2   

12 ガーゼ ステラーゼ滅菌済（滅菌ガーゼ） 7.5×7.5 50袋 15995 2 100 袋 

13 

手袋 

プラスチックグローブ パウダ

ーフリー（シン） 
Mサイズ 100枚 2 200 枚 

14 
プラスチックグローブ パウダ

ーフリー（シン） 
Lサイズ 100枚 2 200 枚 

15 手指消毒剤 
ゴージョ MHS 

（手指殺菌・消毒剤） 
GJ-S0350 350ml×12本 0.25 3 本 

 

 

 

【医薬品】 

No 
効能分類 

薬品名 規格等 単位数 実数 
効能 

1 解熱鎮痛消炎剤 ソセゴン注射液 15mg 15ml 1ml×10A 3 30 A 

2 
局所麻酔剤 

カルボカインアンプル 1％ 1%  10ml×10A 2 20 A 

3 キシロカインポリアンプ 1% 1%  10ml×10A 5 50 A 

4 鎮けい剤 ブスコパン注射液 20mg 20mg 1ml×10A 5 50 A 

5 強心剤 ネオフィリン注 250mg 2.5% 10ml×10A 1 10 A 

6 
副腎ホルモン剤 

ノルアドリナリン  1mg 0.1% 1ml×10A 1 10 A 

7 ボスミン注 1mg 0.1% 1ml×20A 2 20 A 

8 外皮用殺菌消毒剤 プリビーシー0.02% プラ 0.02％ 500ml×20本 1 20 本 

9 
糖類剤 

大塚糖液 5% ソフト 5%  500ml×20袋 1 20 袋 

10 ブドウ糖注 20% プラ 20% 20ml×50A 1 50 A 

11 

血液代用剤 

ラクテック注 ソフトバッグ 500ml×20 5 100   

12 生理食塩液「ヒカリ」 プラ 500ml×20B 2 40 B 

13 生理食塩液「ヒカリ」 プラ 100ml×10B 5 50 B 

14 ソリタ-T 3号輸液 500ml×20V 5 100 V 

15 
主としてグラム陽性・ 

陰性菌に作用するもの 

セフメタゾールナトリウム点滴

静注用バッグ 1g「NP」 
1g 10キット 5 50 ｷｯﾄ 

-８- 
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応急医療救護所開設マニュアル【西高津小学校版】 

 

１．目的 

 このマニュアルは，八千代市地域防災計画の規定に基づき，応急医療救護所（以下「救護

所」といいます。）を 西高津小学校 に開設する際の開設手順等を示したものです。開設に

あたっては，施設管理者（学校長）及び避難所運営委員会と調整を図りながら，迅速に救護

所を立ち上げ，応急医療救護活動マニュアルに基づき，応急医療救護活動を実施します。 

 

２．救護所の役割（業務内容） 

 (1) 傷病者の傷害等の程度の判別と優先順位付け（トリアージ※） 

  ※学校救護所では，医療資源に限りがあるため，原則，軽症（緑タグ）及び可能な範囲で中等症（黄タグ）

患者の対応のみとし，中等症～重症（赤タグ）患者は，八千代医療センターを第１候補に他の救護所へ 

搬送するよう，八千代市応急医療救護本部（八千代医療センター内）に要請します。 

 (2) 傷病者の応急処置 

 (3) 応急医療救護本部への連絡調整 

 (4) 応急医療救護本部，他の救護所との搬送調整 

 

 

３．救護所要員及び役割分担 

医師・看護師※1 〇名 救護所の開設，トリアージ，応急処置，搬送調整 

※詳しくは，「応急医療救護活動マニュアル」を参照す
ること。 

健康福祉部連絡員※2 ４２名 救護所の開設，応急医療救護本部（八千代医療センター
内）等との連絡調整（搬送調整含む） 
※詳しくは，「応急医療救護活動職員マニュアル」及び 
「応急医療救護活動マニュアル」を参照すること。 

避難所運営委員会 

※人数が足りない場合に要請 

適宜 
救護所の開設（補助） 

  ※1 参集する医師・看護師のリストは，あらかじめ医師会において決定し，本人に通知しておくものとします。 
  ※2 参集する連絡員は，あらかじめ市健康福祉部において決定し，本人に通知しておくものとします。 

 ➡参集した医師の中から責任者を選定します。 

【責任者】 

 

            医師  

救護所における応急医療救護活動（トリアージ・応急処置，

搬送調整）の指揮命令権者となります。 

【主な役割】 

 ▶参集した医師・看護師をトリアージポスト，応急処置の 

各エリアに割り振る 

 ▶応急医療救護本部，医師会本部（八千代医療センター内）

との連絡調整（主に搬送調整） 

  ★責任者は，あくまで救護所における応急医療救護活動（トリアージ・応急処置，搬送調整）

を統括する立場であり，学校・避難所運営委員会との調整や，応急医療救護本部への連絡

等は，健康福祉部連絡員が中心となって行います。 

 

学校救護所

を速やかに

開設できる

ように４名

へ変更 

-１- 
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４．開設手順 

(1) 救護所要員の参集 

 （平日日中） （夜間・休日） 

 【医師・看護師】  

所属医療機関での業務を一旦停止し，速や

かに指定された救護所に参集します。 

※参集に支障がある場合は，eST-aidを利用し， 

 医師会に報告し，代替要員の調整をします。 

【健康福祉部連絡員】  

所属での業務を一旦停止し，所属長に報告

の上，公用車等で指定された救護所に参集

します。 

※参集に支障がある場合は，部内で代替要員の調整を 

します。 

 

救護所に向かう前，○○に立ち寄り，P8 資

料④「医薬品・衛生材料一覧」の医薬品等

を受け取ってから参集します。 

【医師・看護師】  

自身・家族の安全を確保し，速やかに  

指定された救護所に参集します。 

※参集に支障がある場合は，eST-aid を利用し，  

医師会に報告し，代替要員の調整をします。 

【健康福祉部連絡員】  

自身・家族の安全を確保してから，速やか

に市役所に参集し，公用車等で指定された

救護所に参集します。 

※参集に支障がある場合は，職員連絡メール等でそ

の旨連絡し，部内で代替要員の調整をします。 

 

救護所に向かう前，○○に立ち寄り，P8 資

料④「医薬品・衛生材料一覧」の医薬品等

を受け取ってから参集します。 

(2) 他の救護所要員と合流，施設の開錠 

 （平日日中） （夜間・休日） 

 参集後，速やかに特別教室棟（屋内救護所）

前（P6資料②を参照）で他の救護所要員，

または，避難所運営委員会と合流します。 

参集後，速やかに特別教室棟（屋内救護所）

前（P6 資料②を参照）で他の救護所要員特

別非常参集職員・避難所運営委員会と合流

し，施設の開錠を依頼します。 

(3) 学校施設の安全確認，救護所の開設可否の確認 

 避難所運営委員会により，避難所開設にあたっての施設の安全確認が行われるので，救護

所の開設についても支障がないか確認します。倒壊の危険等があり，屋内設置が困難な場

合は，次に，屋外設置（P6資料②を参照）が可能か判断します。 

その後，救護所の開設可否を，デジタルＭＣＡ無線等を利用して応急医療救護本部に報告

します。 

 

 

 

 

※予備として，避難所の MCA無線（西高津小 512）も使用可能。その場合は医師会グループに 

登録されていないため，必ず個別モードで通信すること。 

連
絡
方
法 

施設名 MCA無線 NTT電話 

応急医療救護本部 199 458-6297 

西高津小学校(救護所) 757 450-7200 

(4) 物資の運搬 

 防災倉庫等から救護所に使用する物資（P3一覧表を参照）を搬出し，P6資料②「全体レイ

アウト（案）」を参考に，必要な使用場所に運びます。 

なお，施設の被害状況等に応じ，レイアウトや設置場所は，責任者を中心に協議し，適宜変

更してください。 

特別教室棟の

合鍵を作製す

る方向である

ため，修正 

※なお，校門

は常に開錠さ

れている。 

医薬品等の

運搬は健康

福祉課職員

が実施する

ため削除 

-２- 
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(5) トリアージポスト（応急処置エリア含む）の設置 

 運ばれた物資を使用し，P7資料③「救護所内レイアウト（案）」を参考に，トリアージポス

ト（応急処置エリア含む）を設置します。 

また，トリアージ後の重症（赤タグ）及び中等症（黄タグ）患者の待機場所として，トリア

ージポストの近くにシートを敷きます。 

なお，トリアージの結果，死亡群（黒タグ）と判定された方の収容場所について，学校側と

協議すること。 

(6) 開設完了報告 

 トリアージポスト及び応急処置エリアの設置が完了し，活動を開始できるようになったら，

デジタルＭＣＡ無線等で応急医療救護本部に開設完了の旨を報告します。 

 

５．使用する物資及び保管場所 

  ・ピンク…購入が必要なもの ・グリーン…防災倉庫にあるが追加で購入したいもの 

 ・イエロー…防災倉庫のものを使わせてもらうもの 

№ 物資名 数量 保管場所 使用場所 

1 テント（小） 1張 防災倉庫 

受付・本部テント 

2 机 6台 会議室 

3 椅子 10脚 会議室 

4 簡易担架 1基 防災倉庫 

5 救護所要員用ビブス 数枚 防災倉庫 

6 事務用品※ 1式 防災倉庫 

7 記録用紙 数枚 防災倉庫 

8 ホワイトボード 1台 会議室 

9 デジタルＭＣＡ無線 1台 職員室 

10 テント（大） 1張 防災倉庫 

トリアージポスト 

11 投光器 2基 防災倉庫 

12 発電機 1台 防災倉庫 

13 コードリール 1台  防災倉庫 

14 毛布 20枚 防災倉庫 

15 トリアージタグ 100枚 防災倉庫 

16 簡易ベッド 1台 防災倉庫 

トリアージポスト

（応急処置エリア） 

17 ＡＥＤ 1台 体育館・職員室前 

18 血圧計 1台 防災倉庫 

19 聴診器 2個 防災倉庫 

20 
トリアージシート（4色） 
ブルーシート（大） 1式 防災倉庫 待機エリア（赤・黄） 

21 台車 1台 防災倉庫 （物資運搬用） 

 ※事務用品一覧：鉛筆，ボールペン，マジック，粘着テープ，養生テープ，白紙，ハサミ，マグ

ネット，・・・（他に必要な事務用品がないか検討）・・・ 

現在の備蓄品

を使用できる

ため購入不要

（ピンクから

変更） 

ブルーシー

ト(大)とカ

ラーテープ

で代用でき

るため変更 

-３- 
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６．医薬品・衛生材料について 

 八千代市では，応急医療救護活動で使用する医薬品・衛生材料については，各災害医療地区

病院（救護所設置病院）にて循環型備蓄方式で備蓄しています。 

しかし，学校に設置される救護所の場合は，平常時の診療で使用しながら循環させることが

出来ず，また，学校内での保管場所の確保が難しいことから，当該救護所で使用する分につい

ては，八千代市薬剤センターでにて併せて循環備蓄しています。 

 したがって，災害時には，八千代市薬剤センターから P8 の資料④「医薬品・衛生材料一覧」

の医薬品等を持ち出し，当該救護所に運搬搬送する必要があります。 

医薬品等の搬送は，健康福祉課職員が，健康福祉部連絡員が，市役所から当該救護所に移動

する前に，八千代市薬剤センターでに立ち寄り，医薬品等を受け取りった上で参集することと

救護所に運搬します。 

 

●医薬品衛生材料の保管場所 

救護所種別 保管場所 使用者 持ち出し者 

病院設置型 各病院（循環型） 活動する医師・看護師等 各病院職員等 

学校設置型 八千代市薬剤センター 活動する医師・看護師等 

市職員 

（健康福祉課職員） 

（健康福祉部連絡員） 

 

７．更新履歴 

令和 7年(2025年) 月 日初版 

八千代市薬剤

師会の協力で

八千代市薬剤

センターで保

管していただ

けることとな

りました。 

-４- 
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【資料①】救護所開設場所（案）「人・車両の流れ」 

・屋内開設場所…基本的な開設場所 ・屋外開設場所…臨時の開設場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-５
- 
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【資料②】救護所開設場所「全体レイアウト（案）」 

※資料①を基に救護所設置をした場合の大まかな配置を示しています。あくまで(案)ですので，その時の状況に合わせて適宜変更してください。 

 

 

救護所 

 

（※必要に応じ開設） 

屋外開設場所 

屋内開設場所 

トリアージポスト 

応急処置エリア 

テント(小) テント(大) 

待機スペース 
赤   黄 

物資を搬送 
物資を搬送 

（屋外開設時） 

傷病者 

避
難
者
（避
難
所
へ
） 

救護所 

本
部
・
受
付 

本部・受付 

 

 

 

赤 黄 

傷病者 

※屋外救護所の配置を修正 

-６
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【資料③】「救護所内レイアウト（案）」 

※屋外設置の場合の例です。あくまで(案)ですので，その時の状況に合わせて適宜変更してください。 

※屋内設置の場合は，この案を参考に，空き教室・玄関等に展開してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※屋外救護所の配置を修正 

傷病者 

 

傷病者の

流れ 

の流れ 

者 

（トリアージへ） 

トリアージポスト 応急処置エリア 

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド 

机 椅子 凡
例 

救
護
所
本
部 

受付 

本部・受付 テント(小) テント(大) 

物
資
置
き
用 

投光器 蓄電池 

傷病者の流れ 

避難者の流れ 

ト
リ
ア
ー
ジ 

簡易ベッド 

物資置き用 

（応急処置へ） 

トリアージまたは応急処置終了後は 

待機エリア（赤・黄），軽傷者は 

避難所（緑）へ 

-７
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【資料④】医薬品・衛生材料一覧 
 

【衛生材料】 
No 効能分類 材料名 規格等 単位数 実数 

1 
注射器 

シリンジ針付 5ml 21G  SS-05SZ2138×100本 1 100 本 

2 シリンジ針付 10ml 21G  SS-10SZ2138×100本 1 100 本 

3 輸液専用チュ－ブ テルフュージョン輸液セット 
DEHPフリー 

TI-U750P/50セット 
2 100 セット 

4 

添え木（副子） 

ソフラットシーネ 2（副木） 032043 M サイズ 2 2   

5 ソフラットシーネ 2（副木） 032044 L サイズ 2 2   

6 ソフラットシーネ 2（副木） 032045 LL サイズ 2 2   

7 
包帯 

メディタイト（包帯）  50mm×4.5m MW050025 ×6巻 5 30 巻 

8 メディタイト（包帯）  75mm×4.5m MW050025 ×6巻 5 30 巻 

9 
絆創膏 

優肌絆プラスチック（絆創膏） 12mm×7m 24巻 3511  5 120 巻 

10 優肌絆プラスチック（絆創膏） 25mm×7m 12巻 3512  5 60 巻 

11 カット綿 カット綿（脱脂綿） No.5 5cmX5cm 500g 2 2   

12 ガーゼ ステラーゼ滅菌済（滅菌ガーゼ） 7.5×7.5 50袋 15995 2 100 袋 

13 

手袋 

プラスチックグローブ パウダ

ーフリー（シン） 
Mサイズ 100枚 2 200 枚 

14 
プラスチックグローブ パウダ

ーフリー（シン） 
Lサイズ 100枚 2 200 枚 

15 手指消毒剤 
ゴージョ MHS 

（手指殺菌・消毒剤） 
GJ-S0350 350ml×12本 0.25 3 本 

 

 

 

 

 

【医薬品】 

No 
効能分類 

薬品名 規格等 単位数 実数 
効能 

1 
局所麻酔剤 

キシロカインポリアンプ 2% 2%  10ml×10A 1 10 A 

2 キシロカインポリアンプ 1% 1%  10ml×10A 1 10 A 

3 鎮けい剤 ブスコパン注射液 20mg 20mg  1ml×10A 1 10 A 

4 
副腎ホルモン剤 

ノルアドリナリン  1mg 0.1% 1ml×10A 1 10 A 

5 ボスミン注 1mg 0.1% 1ml×20A 1 20 A 

6 
外皮用殺菌消毒剤 

イソジン液 10%(ボピドンヨード) 10％ 250ml 20 20   

7 5％ヒビテン液 500ml 5 5 A 

8 糖類剤 大塚糖液 5% ソフト 5% 500ml×20袋 1 20 袋 

9 

血液代用剤 

ソルデム 3A 輸液 TP-A05GM3AV 500ml×20 1 20   

10 ラクテック注 ソフトバッグ 500ml×20 1 20   

11 生理食塩液「ヒカリ」 プラ 500ml×20B 1 20 B 

12 生理食塩液「ヒカリ」 プラ 100ml×10B 1 10 B 

13 

主としてグラム陽性・ 

陰性菌に作用するもの 

ホスミシン S 静注用 2g 2g 10V 2 20 V 

14 
セフメタゾールナトリウム点滴

静注用バッグ  1g「NP」 
1g  10キット 2 20 ｷｯﾄ 

15 フィニバックス 250mg 250mg×10V 1 10 V 

16 毒素及びトキソイド類 破傷風トキソイド  0.5ml×1V 10 10 V 

-８- 
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（２）応急医療救護所（１次救護所）の案内表示設置事業 

 

１  事業内容   
大規模災害時に開設する応急医療救護所の開設場所を，市民へ周知することを目的に，

電柱に案内表示を取り付ける。 

 

２  委託期間 令和６年１１月１５日から令和７年３月２１日まで 

 

３  委託業者 公共地研（株）千葉支社 

 

４  工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 案内表示の取り付け枚数（予定）  

№ 地域 応急医療救護所 住所 枚数 

１ 阿蘇 新八千代病院 米本 2167 10 枚 

２ 村上 セントマーガレット病院 上高野 450 10 枚 

３ 睦 島田台総合病院 島田台 887-7 10 枚 

４ 大和田 八千代医療センター 大和田新田 477-96 20 枚 

５ 高津・緑が丘 西高津小学校 高津 832-38 20 枚 

６ 八千代台 八千代台東小学校 八千代台東 2-5-1 20 枚 

７ 勝田台 勝田台病院 勝田 622-2 10 枚 

計 100枚 

 

６ 案内表示の取り付け範囲 

応急医療救護所から半径２ｋｍ以内（裏面参照）を主な取り付け先として検討する。 

 

 

 

 

 

 

10 20 10 20 10 20 10 20

 現地調査及び取り付け位置選定
（市）取り付け位置選定

 案内表示製作

 案内表示の取り付け

 案内表示取付申請の資料作成
（市）取付申請

種目
12月 1月 2月 3月

 計画準備・デザイン打合せ等
（市）デザイン決定
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島田台総合病院 

新八千代病院 

セントマーガレット病院 

八千代医療センター 

西高津小学校 

八千代台東小学校 

勝田台病院 
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７ デザイン（案） 

 

【病院イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校イメージ】
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（３）循環型備蓄医薬品等の再整備関連の状況 

１  医薬品等の再整備に向けた経過 

時期 内容 

令和６年 

６月 

①医薬品等の備蓄状況の確認及び運用方法への意見照会 

➡災害医療地区病院に現在の医薬品等の備蓄状況と，循環型備蓄に

ついての運用方法を意見照会した。意見結果は４１頁を参照 

７月～９月 ②現在の医薬品等の管理方法を確認するため現地確認 

８月 ③循環型備蓄医薬品等の再整備に向けた確認調査 

➡千葉県が公表している千葉県北西部直下地震（最大想定震度６

強・３０年以内発生確率７０％）が発生した場合の本市の人的被

害想定から各地区で必要となる医薬品等の必要数の算定，また，

現在の医薬品等の備蓄状況を基に，再整備を希望する医薬品等の

情報などを災害医療地区病院に照会し，再整備及び廃棄する医薬

品等の品目・数量を確認 

９月～１０月 ④令和７年度当初予算で要求 

➡再整備する医薬品等の品目・数量について概算額の算出を災害医

療地区病院に依頼した。 

八千代台地区と高津・緑が丘地区の概算額の算出についてはセン

トマーガレット病院に協力を依頼した。 

➡廃棄する医薬品等は，廃棄業者に見積を依頼した。 

９月～１２月 ⑤八千代台と高津・緑が丘地区の医薬品等の保管場所の調整 

➡八千代市薬剤師会の協力により八千代市薬剤センターでの備蓄を 

予定 

 

２  本市の人的被害想定（地区別） 

 

震度6強

震度6弱

建物焼失棟数 1.400棟

死者 負傷者 うち重傷者 割合

建物倒壊等 40 1,020 180 81.5%

- 120 20 9.2%

- - - 0.0%

80 130 40 16.2%

- 30 10 2.3%

八千代市における地震被害の想定（千葉県の被害想定から）

千葉県北西部直下地震（H26・27千葉県地震被害想定調査）

※十の位を四捨五入して表示 。ただし 5～99は一の位を四捨五入，5未満は「-」と表示。

揺れによるもの（うち倒壊棟数） 3,500（310）

液状化によるもの -

急傾斜地崩壊によるもの -

人的被害　【死者120人・負傷者1,180人（うち重傷者230人）】

震度予測

概ね市の西部

ブロック塀・自動販売機の転倒・屋外落下物

（うち屋内収容物移動・転倒，屋内落下物）

急傾斜地崩壊等

火災

建物全壊棟数　　3,500棟

地震の想定条件

震源域の位置 千葉県北西部直下

震源の深さ 約50km

マグニチュード 7.3

発生季節等 冬季18時・風速8m/s

原因別

※十の位を四捨五入して表示。ただし，5未満は「-」と表示。

※十の位を四捨五入して表示

火災　（炎上出火件数　12件）

概ね市の東部
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地区人口
地区

総人口
地区
割合

地区
総割合

地区数
※1

総数
地区数

※2
総数

（人） （人） （％） （％） （人） （人） （人） （人）

大和田 8,949 4.4 56.6 10.1
萱田町 5,460 2.7 34.6 6.2
萱田 4,368 2.1 27.7 4.9
高津の一部※3 4,106 2.0 26.0 4.6
大和田新田の一部※3 17,605 8.6 111.2 19.7

ゆりのき台 12,021 5.8 76.0 13.5
麦丸 516 0.3 3.4 0.6
高津団地の一部※3 3,356 1.6 21.2 3.8

高津東の一部※3 979 0.5 6.3 1.2

八千代台東 8,217 4.0 51.9 9.2
八千代台南 6,465 3.1 40.9 7.3
八千代台西 6,928 3.4 43.9 7.8
八千代台北 13,335 6.5 84.3 15.0

高津の一部※3 4,105 2.0 26.0 4.6
大和田新田の一部※3 17,605 8.6 111.2 19.7
吉橋 1,812 0.9 11.5 2.1

緑が丘 8,651 4.2 54.8 9.7
緑が丘西 12,320 6.0 77.9 13.8

高津東の一部※3 978 0.5 6.3 1.2
高津団地の一部※3 3,356 1.6 21.2 3.8
尾崎 2 0.0 0.2 0.1

桑納 88 0.1 0.7 0.2
真木野 33 0.0 0.3 0.1
神久保 72 0.0 0.6 0.1
小池 271 0.1 1.9 0.4
桑橋 413 0.2 2.8 0.5

佐山 184 0.1 1.2 0.3
平戸 259 0.1 1.7 0.3
島田 362 0.2 2.4 0.5
島田台 1,830 0.9 11.6 2.1
大学町 1,370 0.7 8.8 1.6

米本 1,884 0.9 12.0 2.2
神野 753 0.4 4.9 0.9
保品 1,107 0.5 7.1 1.3
堀の内 1 0.0 0.2 0.1
米本団地 5,028 2.5 31.9 5.7

村上南 6,186 3.0 39.2 7.0
村上 6,555 3.2 41.5 7.4
上高野 10,131 4.9 64.0 11.4
下高野 144 0.1 1.0 0.2
村上団地 6,038 2.9 38.3 6.8

下市場 1,905 0.9 12.1 2.2
勝田台 11,762 5.7 74.4 13.2
勝田 1,549 0.8 9.9 1.8
勝田台南 2,998 1.5 19.0 3.4
勝田台北 3,908 1.9 24.7 4.4

地　区　別　人　的　被　害　想　定

救護所名 担当地区

市内人口 人口割合 人的被害 うち重傷者

八千代医療センター 57,360 28 363 65

八千代台東小学校 34,945 17 221 39

西高津小学校 48,829 24 309 55

32 6

25

新八千代病院 8,773 4 56 10

島田台総合病院 4,882 2

233

セントマーガレット病院 29,054 14 184 33

勝田台病院 22,122 11 140

■八千代市人口　205,965人（令和6年3月31日現在）

■八千代市の人的被害総定数　1,300人 （死者含む） うち重傷者230人   [千葉県北西部直下地震]

※1　[1,300（人）×地区割合（％）]　○人的被害数の合計は少数点以下繰上げの関係から1,300人にはなりません。　　　

※2　[230（人）×地区割合（％）]　　○重傷者数の合計は少数点以下繰上げの関係から230人にはなりません。

※3　高津，高津団地，高津東，大和田新田の地区人口は，八千代医療センター及び西高津小学校に半数ずつ計上。

総合計 205,965 100 1,305
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３  再整備及び廃棄医薬品等の一覧 

 

平成２６年度 令和６年度

● 概算額の出し方

効能分類

効能

1 50mg 10V 2 20 V 20 V

2 500mg/50ml × 1V 60 60 V 60 V

3 10mg  2ml ×10A 2 20 A 20 A

4 10%  1ml × 6V 1 6 A 6 A

5 15ml  1ml ×10A 10 100 A 100 A

6 0.2mg  1ml×10A 1 10 A 10 A

7 精神神経用剤 2.5％  1ml ×10A 1 10 A 10 A

8 2％  10ml×10A 1 10 A 10 A

9 1％  10ml×10A 10 100 A 100 A

10 2%　30ml × 5 3 15 本 15 本

11 骨格筋弛緩剤 50mg/10V 1 10 V 10 V

12 20mg  1ml×10A 5 50 A 50 A

13 0.05％１ｍl/本×10 3 30 本 30 本

14 0.3％ 50ml×5本 10 50 本 50 本

15 0.3％ 50ml×5本 10 50 本 50 本

16 2.5%　10ml×10A 2 20 A 20 A

17 0.02%　1ml×10A 5 50 A 50 A

18 不整脈用剤 0.25%　2ml ×10A 1 10 A 10 A

19 利尿剤 20mg  2ml×50A 1 50 A 50 A

20 10mg  10ml×10A 8 80 A 80 A

21 2mg  10ml×10A 2 20 A 20 A

22 血管拡張剤 50mg  10V 2 20 V 20 V

23 消化性潰瘍用剤 20mg 50A 2 100 A 100 A

24 100mg  5V 6 30 V 30 V

25 500mg  5V 4 20 V 20 V

26 0.1%　1ml×10A 2 20 A 20 A

27 0.1%　1ml×10A 5 50 A 50 A

28 その他のホルモン剤 1000単位  10ml×1V 5 5 V 5 V

29 10%  250ml 80 80 本 80 本

30 プラ0.02％ 500ml 4 80 本 80 本

31 カルシウム剤 プラ8.5％  5ml×50A 1 50 A 50 A

32 ソフト5% 
500ml×20袋 3 60 袋 60 袋

33 プラ50%  20ml×50A 5 250 A 250 A

34 20ml 300ml×10袋 1 10 袋 10 袋

35 TP-A05GM3AV 500ml×20 20 400 袋 400 袋

36 ソフトバッグ　500ml×20 15 300 袋 300 袋

37 プラ　500ml×20B 40 800 B 800 B

38 プラ　100ml×10B 50 500 B 500 B

39 8.4％　20ml×50A 1 50 A 50 A

40 8.4％　250ml×10袋 1 10 袋 10 袋

41 1g　10V 3 30 V 30 V

42 1g  10キット 3 30 キット 30 キット

43 1.5g 10V 10 100 V 100 V

44 血液製剤類 250IU　1V 5 5 V 5 V

主としてグラム陽性・
陰性菌に作用するもの

セフトリアキソン静注1g

セフトリアキソン点滴静キット1g

スルバシリン静注1.5g

テタノプリンIH 静注 250単位

血液代用剤

ソルデム3A 輸液

ソルラクト輸液

生理食塩液500ml

生理食塩液100ml

解毒剤
メイロン静注 8.4%20ml

メイロン静注 8.4%250ml

ヒューマリンR注100単位ml

外皮用殺菌消毒剤
ポピドンヨード外用液10%

プリビーシー0.02%

カルチコール8.5％

糖類剤

大塚糖液5%

ブドウ糖注50%

20%マンニットール注「YD」

ファモチジン注射液20mg

副腎ホルモン剤

ソルコーテフ注100mg

ソルメドロール静注用500mg

ノルアドリナリン1mg

ボスミン注1mg

ベラパミル静注5mg

フロセミド注20mg

血圧降下剤
ニカルジピン注10mg

ニカルジピン注2mg

ジルチアゼム注射用50

ロクロニウム静注用10mg

鎮けい剤
ブスコパン注射液20mg

アトロピン注 0.05%シリンジ

強心剤

イノバンシリンジ0.3％150mg

ドブタミンシリンジ0.3％150mg

ネオフィリン注250mg

プロタノールL注0.2mg

解熱鎮痛消炎剤
ソセゴン注射液15mg

レペタン注0.2mg

アタラックスP注25mg

局所麻酔剤

カルボカインアンプル2％

キシロカインポリアンプ1％

キシロカインゼリー2％

全身麻酔剤
イソゾール注0.5g

ディプリバン注1%キット500mg

　催眠鎮静剤，
抗不安剤

ジアゼパム注射液10mg

ノーベルバール注射液250mg

  八千代医療センターで，令和６年度の被害想定から医薬品等の必要数を見込み，概算額を積算。

【医薬品】

No 薬品名 規格等 単位数 実数 必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

【八千代医療センター】

循環型備蓄医薬品等の再整備一覧表

  負傷者４８６人（重傷３９人）
➡

  負傷者４８６人（重傷６５人）
※うち八千代台地区９１人，高津・緑が丘地区９６人の計１８７
人分が含まれている。（大和田地区のみ負傷者想定２９９人）

※うち八千代台地区５１人，高津・緑が丘地区７２人の計１２３人分
が含まれている。（大和田地区のみ負傷者想定３６３人）
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1 SS-05SZ　100本/箱 8 800 本 800 本

2 SS-10SZ　100本/箱 8 800 本 800 本

3 輸液専用チュ－ブ JY-PWP822P7 20滴 PNx2 50 500 セット 500 セット

4 032043 Mサイズ 10 10 10

5 032044 Lサイズ 10 10 10

6 032045 LLサイズ 10 10 10

7 003-30173 S 5cm×9m (1箱10巻) 12 120 巻 120 巻

8 003-30172 M 7.5cmx9m(1箱10巻) 12 120 巻 120 巻

9 1527-1 25mmx9.1m 1箱12巻入 20 240 巻 240 巻

10 3252 25mmx7m 1箱12巻入 20 240 巻 240 巻

11 カット綿 11409 (旧11411) #4 4cm×4cm 8 8 箱 8 箱

12 ガーゼ 7.5×7.5　50袋　15995 10 500 袋 500 袋

13 M ﾌﾞﾙｰ (1箱200枚)1cs10箱入 10 2,000 枚 2,000 枚

14 L ﾌﾞﾙｰ (1箱200枚)1cs10箱入 10 2,000 枚 2,000 枚

15 手指消毒剤 42088　250ｍL×10本　 2 20 本 20 本

16 注射針 JS-NR2138SP
100本/箱 3 300 本 300 本

17 008.0397 Mｻｲｽﾞ(24mm) (30個/箱) 3 90 個

18 008.0398 L ｼﾝﾌｫﾆｰ用 病院向 1箱30st入 3 90 個

19 200.2110 35ml 1ﾊﾟｯｸ2個入 (1箱50ﾊﾟｯｸ) 1 100 個

20 200.2957 80ml (480本/箱) 1 480 本

Sterile ｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ Symphony ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ

Sterileｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ 電動搾乳器用

Sterile 初乳容器

Ready-to-Use ｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽﾎﾞﾄﾙ

搾乳機

速乾性アルコールジェル サニサーラW

JMS注射針　21G

絆創膏
3M Transporeｻｰｼﾞｶﾙﾃｰﾌﾟ ﾐｼﾝ目入ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ

優肌絆不織布(肌)

ﾒﾝﾊﾞﾝ

ステラーゼ滅菌済（滅菌ガーゼ）

手袋
ｻﾗﾔﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞｴｸｽﾃﾝﾄﾞ

ｻﾗﾔﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞｴｸｽﾃﾝﾄﾞ

添え木（副子）

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

包帯
Qﾀｲα 伸縮包帯

Qﾀｲα 伸縮包帯

必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

注射器
テルモシリンジ　5mｌ

テルモシリンジ　10mｌ

JMSﾌﾟﾗﾈｸﾀ輸液ｾｯﾄ ﾌﾟﾗﾈｸﾀ付輸液ｾｯﾄ PVCﾌﾘｰ

【衛生材料】

No. 分類 品名 規格等 単位数 実数
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● 概算額の出し方

効能分類

効能

1 解熱鎮痛消炎剤 15ml  1ml ×10A 3 30 A

2 1%  10ml×10A 2 20 A

3 1%  10ml×10A 5 50 A

4 鎮けい剤 20mg  1ml×10A 5 50 A

5 強心剤 2.5%　10ml×10A 1 10 A

6 0.1%　1ml×10A 1 10 A

7 0.1%　1ml×20A 2 20 A

8 外皮用殺菌消毒剤 プラ0.02％ 500ml×20本 1 20 本

9 ソフト5% 500ml×20袋 1 20 袋

10 プラ　20%　20ml×50A 1 50 A

11 ソフトバッグ　500ml×20 5 100

12 プラ　500ml×20B 2 40 B

13 プラ　100ml×10B 5 50 B

14 500ml×20V 5 100 V

15
主としてグラム陽性・

陰性菌に作用するもの
1g  10キット 5 50 ｷｯﾄ

【医薬品】※実数は平成２６年度の負傷者想定のため更新する。

セフメタゾールナトリウム点滴静注用
バッグ1g「NP」

糖類剤
大塚糖液 5%

ブドウ糖注 20%

血液代用剤

ラクテック注

生理食塩液「ヒカリ」

生理食塩液「ヒカリ」

ソリタ-T 3号輸液

ブスコパン注射液20mg

ネオフィリン注　250mg

副腎ホルモン剤
ノルアドリナリン  1mg

ボスミン注　1mg

プリビーシー0.02%

ソセゴン注射液 15mg

局所麻酔剤
カルボカインアンプル1％

キシロカインポリアンプ1%

  負傷者１８１人（重傷２２人）
※うち半数９１人を八千代医療センター
での対応予定とし９０人分を整備。

➡
  負傷者２２１人（重傷３９人）
※うち５１人を八千代医療センターでの
対応予定とし，１７０人分を整備する。

  セントマーガレット病院へ平成２６年度に整備した医薬品等（９０人分）について現在の単価で概算額の
積算を依頼。セントマーガレット病院で取り扱いがない医薬品等は，セントマーガレット病院で採用している
医薬品等に置き換えて積算していただいた。
 その後，平成２６年度の負傷者想定９０人から令和６年度負傷者想定１７０人へ約２倍増えているため，
概算額を２倍とした。

No 薬品名 規格等 単位数 実数

【八千代台地区】

循環型備蓄医薬品等整備一覧表　　

平成２６年度 令和６年度
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1 SS-05SZ2138×100本 1 100 本

2 SS-10SZ2138×100本 1 100 本

3 輸液専用チュ－ブ
DEHPフリー
TI-U750P/50セット

2 100 セット

4 032043 Mサイズ 2 2

5 032044 Lサイズ 2 2

6 032045 LLサイズ 2 2

7
50mm×4.5m
MW050025 ×6巻

5 30 巻

8
75mm×4.5m
MW050025 ×6巻

5 30 巻

9 12mm×7m 24巻 3511 5 120 巻

10 25mm×7m 12巻 3512 5 60 巻

11 カット綿 No.5 5cmX5cm 500g 2 2

12 ガーゼ 7.5×7.5　50袋　15995 2 100 袋

13 Mサイズ　100枚 2 200 枚

14 Lサイズ　100枚 2 200 枚

15 手指消毒剤
GJ-S0350
　　　　350ml×12本

0.25 3 本ゴージョMHS（手指殺菌・消毒剤）

絆創膏

優肌絆プラスチック（絆創膏）

優肌絆プラスチック（絆創膏）

カット綿（脱脂綿）

ステラーゼ滅菌済（滅菌ガーゼ）

手袋

プラスチックグローブ
                パウダーフリー（シン）

プラスチックグローブ
                パウダーフリー（シン）

添え木（副子）

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

包帯

メディタイト（包帯）　

メディタイト（包帯）　

注射器

シリンジ針付　5ml 21G　

シリンジ針付　10ml 21G　

テルフュージョン輸液セット

【衛生材料】※実数は平成２６年度の負傷者想定のため更新する。

No 効能分類 材料名 規格等 単位数 実数
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● 概算額の出し方

効能分類

効能

1 2%  10ml×10A 1 10 A

2 1%  10ml×10A 1 10 A

3 鎮けい剤 20mg  1ml×10A 1 10 A

4 0.1%　1ml×10A 1 10 A

5 0.1%　1ml×20A 1 20 A

6 10％ 250ml 20 20

7 500ml 5 5 A

8 糖類剤 ソフト5% 500ml×20袋 1 20 袋

9 TP-A05GM3AV 500ml×20 1 20

10 ソフトバッグ　500ml×20 1 20

11 プラ　500ml×20B 1 20 B

12 プラ　100ml×10B 1 10 B

13 2g　10V 2 20 V

14 1g  10キット 2 20 ｷｯﾄ

15 250mg×10V 1 10 V

16 毒素及びトキソイド類 0.5ml×1V 10 10 V

【医薬品】※実数は平成２６年度の負傷者想定のため更新する。

主としてグラム陽性・
陰性菌に作用するもの

ホスミシンS 静注用2g

セフメタゾールナトリウム点滴静注用
 バッグ 　1g「NP」

フィニバックス250mg

破傷風トキソイド

外皮用殺菌消毒剤
イソジン液10%(ボピドンヨード)

5％ヒビテン液

大塚糖液 5%

血液代用剤

ソルデム3A 輸液

ラクテック注

生理食塩液「ヒカリ」

生理食塩液「ヒカリ」

局所麻酔剤
キシロカインポリアンプ2%

キシロカインポリアンプ1%

ブスコパン注射液20mg

副腎ホルモン剤
ノルアドリナリン  1mg

ボスミン注　1mg

  セントマーガレット病院へ平成２６年度に整備した医薬品等（９５人分）について現在の単価で概算額の
積算を依頼。セントマーガレット病院で取り扱いがない医薬品等は，セントマーガレット病院で採用している
医薬品等に置き換えて積算していただいた。
 その後，平成２６年度の負傷者想定９５人から令和６年度負傷者想定２３７人へ約２．５倍増えているた
め，概算額を２．５倍とした。

No 薬品名 規格等 単位数 実数

【高津・緑が丘地区】

循環型備蓄医薬品等整備一覧表　　

平成２６年度 令和６年度

  負傷者１９１人（重傷２３人）
※うち半数９６人を八千代医療センター
での対応予定とし９５人分を整備。

➡
  負傷者３０９人（重傷５５人）
※うち７２人を八千代医療センターで
の対応予定とし，２３７人分を整備す
る。
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1 SS-05SZ2138×100本 1 100 本

2 SS-10SZ2138×100本 1 100 本

3 輸液専用チュ－ブ
DEHPフリー
TI-U750P/50セット

2 100 セット

4 032043 Mサイズ 2 2

5 032044 Lサイズ 2 2

6 032045 LLサイズ 2 2

7
50mm×4.5m
MW050025 ×6巻

5 30 巻

8
75mm×4.5m
MW050025 ×6巻

5 30 巻

9 12mm×7m 24巻 3511 5 120 巻

10 25mm×7m 12巻 3512 5 60 巻

11 カット綿 No.5 5cmX5cm 500g 2 2

12 ガーゼ 7.5×7.5　50袋 15995 2 100 袋

13 Mサイズ　100枚 2 200 枚

14 Lサイズ　100枚 2 200 枚

15 手指消毒剤
GJ-S0350
　　　　350ml×12本

0.25 3 本

カット綿（脱脂綿）

ステラーゼ滅菌済（滅菌ガーゼ）

手袋

プラスチックグローブ
                パウダーフリー（シン）

プラスチックグローブ
                パウダーフリー（シン）

ゴージョMHS（手指殺菌・消毒剤）

包帯

メディタイト（包帯）　

メディタイト（包帯）　

絆創膏

優肌絆プラスチック（絆創膏）

優肌絆プラスチック（絆創膏）

注射器

シリンジ針付　5ml 21G

シリンジ針付　10ml 21G

テルフュージョン輸液セット

添え木（副子）

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

【衛生材料】※実数は平成２６年度の負傷者想定のため更新する。

No 効能分類 材料名 規格等 単位数 実数



 

29 

 

 

 

平成２６年度 令和６年度

➡

● 概算額の出し方

効能分類

効能

1 5mg  1ml ×10A 3 30 A 30 A

2 10%  1ml × 10A 3 30 A 30 A

3 解熱鎮痛消炎剤 15ml  1ml ×10A 3 30 A 30 A

4 精神神経用剤 2.5％  1ml ×10A 0 0 A 0 A

5 1%  10ml×10A 3 30 A 30 A

6 2%　5ml × 10A 3 30 A 30 A

7 2%　30ml × 5 1 5 5

8 20mg  1ml×10A 3 30 A 30 A

9 0.05％　1ml×10A 3 30 A 30 A

10 0.3%　200ml×10袋 1 10 袋 10 袋

11 2.5%　10ml×10A 6 60 A 60 A

12 0.02%　1ml×10A 1 10 A 10 A

13 不整脈用剤 0.25%　2ml×10A 3 30 A 30 A

14 利尿剤 20mg   2ml×10A 3 30 A 30 A

15 2mg  2ml×10A 1 10 A 20 A 10 A

16 10mg  10ml×10A 0 0 A 0 A

17 血管拡張剤 50mg 6 6 V 6 V

18 消化性潰瘍用剤 10mg 10A 1 10 A 10 A

19 100mg  5V 2 10 V 10 V

20 500mg 3 3 V 3 V

21 0.1%　1ml×10A 1 10 A 10 A

22 0.1%　1ml×20A 1 20 A 20 A

23
その他のホルモン剤

（抗ホルモン剤を含む）
100単位　10ml×1V 1 1 V 1 V

24 外皮用殺菌消毒剤 10％ 250ml 10 10 10

25 カルシウム剤 8.5%　10ml×10A 5 50 A 50 A

26 ソフト5% 500ml 5 5 袋 5 袋

27 20％  300ml×10V 0 0 V 0 V

28 TP-A02GM3V 200ml×20 3 60 60

29 ソフトバッグ　500ml×20 2 40 40

30 ソフトバッグ500ml 6 6 袋 6 袋

31 プラ　100ml×10B 2 20 B 20 B

32 解毒剤 7％　20ml×10A 1 10 A 10 A

33
主としてグラム陰性菌

に作用するもの
100mg  1ml×10A 1 10 A 10 A

34 2g　10V 0 0 V 0 V

35 1g  10V 2 20 V 20 V

36 その他の抗生物質製剤 2g　10V 1 10 V 10 V

37 血液製剤類 250IU　1V 1 1 V 1 V

アミカシン硫酸塩注射用　100mg「富士製薬工業}

主としてグラム陽性・
陰性菌に作用するもの

ホスホマイシンナトリウム静注用　2g「日医工」

セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g「NP」

注射用ビクシリン　2g

テタノブリン筋注用250単位

血液代用剤

KN3号輸液

ラクテック注

生理食塩液「大塚」

生理食塩液「ヒカリ」

メイロン静注 7%

ヒューマリンR注 100単位ml

ボピドンヨード消毒液10%

カルチコール注　8.5％ 10ml

糖類剤
大塚糖液 5%

 20%　マンニットール注「YD」

ファモチジン注射液10mg「サワイ」

副腎ホルモン剤

ソル・コーテフ 100mg

ソル・メドロール静注用500mg

ノルアドリナリン  1mg

ボスミン注　1mg

ワソラン静注　5mg

ラシックス注射液 20mg

血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」

ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」

ヘルベッサー注射用 50

鎮けい剤
ブスコパン注射液20mg

アトロピン硫酸塩注　0.5mg

強心剤

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「kcc」

ネオフィリン注　250mg

プロタノールL注0.2mg

催眠鎮静剤，抗不安剤
セルシン注射液 5mg

フェノバール注射液 100mg

ソセゴン注射液 15mg

アタラックスP注　25mg

局所麻酔剤

カルボカインアンプル1％

静注用キシロカイン2%

キシロカインゼリー2%

  島田台総合病院で，令和６年度の負傷者想定３２人から医薬品等の必要数を見込み，概算額を積算。

【医薬品】

No 薬品名 規格等 単位数 実数 必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

【島田台総合病院】

循環型備蓄医薬品等の再整備一覧表

  負傷者２６人（重傷４人）   負傷者３２人（重傷６人）



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DS 10ml ECT 2 200 本 200 本

2 DS 20ml 2 100 本 100 本

3 輸液専用チュ－ブ ISA-200E00Z 2 100 セット 100 セット

4 032043 Mサイズ 2 2 2

5 032044 Lサイズ 2 2 2

6 032045 LLサイズ 2 2 2

7 7.5cm 1 20 巻 20 巻

8 7.5cm 2 20 巻 20 巻

9 12mm×7m 24巻 5 100 巻 100 巻

10
Mサイズ
Lサイズ

2
M400
L200

枚
枚

M400
L200

枚
枚

11 カット綿
100mm×120mm
YB-21101 2R

2 100 枚 100 枚

12 ガーゼ
2号　6×10cm
3号　8×13cm

2 各50 枚 各50 枚

13 Mサイズ　100枚 2 200 枚 200 枚

14 Lサイズ　100枚 2 200 枚 200 枚

15 手指消毒剤 260ml×10 0.26 10 本 10 本

規格等

サニサーラ
（手指殺菌・消毒剤）

サージカルテープ大和漢

OQ バン

エアウォールドレッシング

キズタッチパッドドレッシング

プラスチックグローブパウダーフリー

プラスチックグローブパウダーフリー

エラスコット（弾包）

No.

注射器

添え木（副子）

包帯

品名

針なしシリンジ　10ml

針なしシリンジ　20ml

ニプロ輸液セット

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2
（副木）

レポSS

ソフラットシーネ2
（副木）

医療用テープ

手袋

必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

分類 単位数 実数

【衛生材料】
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平成２６年度 令和６年度

➡
● 概算額の出し方

効能分類

効能

1 10mg  2ml × 10A 1 10 A 10 A

2 5mg 1ml × 10A 1 10 A 10 A

3 10%  1ml × 10A 1 10 A 10 A

4 解熱鎮痛消炎剤 15ml  1ml ×10A 1 10 A 10 A

5 精神神経用剤 2.5％  1ml ×10A 1 10 A 10 A

6 局所麻酔剤 1%　10ml × 10A 3 30 A 30 A

7 PF-N01AT 1ml×10トウ 2 20 ﾄｳ 20 ﾄｳ

8 20mg  1ml×10A 1 10 A 10 A

9 0.3％ 200ml ×10袋 1 10 袋 10 袋

10 2.5%　10ml×10A 2 20 A 20 A

11 0.02%　1ml×10A 1 10 A 10 A

12 0.3％　200ml×10袋 1 10 袋 10 袋

13 不整脈用剤 0.25%　2ml ×10A 1 10 A 10 A

14 利尿剤 20mg 50A 1 50 A 50 A

15 血圧降下剤 10mg 10ml×10A 1 10 A 10 A

16 血管拡張剤 250mg  10V 1 10 V 10 V

17 その他の循環器官用薬 300ml × 10袋 1 10 袋 10 袋

18 消化性潰瘍用剤 注射用20㎎ 1 50 A 50 A

19 500mg  5V 1 5 V 5 V

20 PF-N01AT 1ml×10トウ 2 20 ﾄｳ 20 ﾄｳ

21 0.1%　1ml×10A 1 10 A 10 A

22 100mg  5V 2 10 V 10 V

23 100mg 2ml × 10V 1 10 V 10 V

24 その他のホルモン剤 100単位　10ml×1V 1 1 V 1 V

25
プラ５レン　50%

20ml×50A
1 50 A 50 A

26
TP-FA05G05V

500ml×20 1 20 20

27
TP-A05GM3PV

500ml×20 2 40 40

28
ソフトバッグ

500ml×20 2 40 40

29
ソフトバッグ

500ml×20 2 40 40

30 プラ　100ml×10B 6 60 B 60 B

31
500ml×20B

ソフトバッグ 1 20 B 20 B

32 解毒剤 7％　20ml×10A 3 30 A 30 A

33
主としてグラム陰性菌

に作用するもの
100mg  10A 1 10 A 10 A

34 1g 10V 1 10 V 10 V

35 1.5g  10V 2 20 V 20 V

36 1g  10V 1 10 V 10 V

37 血液製剤類 250IU　1V 2 2 V 2 VテタノブリンIH 静注250単位

メイロン静注7%

アミカシン硫酸塩注射液100mg「F」

主としてグラム陽性・陰
性菌に作用するもの

セフメタゾール静注用1g「日医工」

スルバシリン注　1.5g

セファゾリン注1g「NP」

ヒューマリンR注 100単位ml

糖類剤
大塚糖液 50%

テルモ糖注５%　（シン）

血液代用剤

ソルデム3PG  輸液

ラクテック注

KN1号輸液

生理食塩液「ヒカリ」

大塚生食注

副腎ホルモン剤

ソル・メドロール静注用500ｍｇ

アドレナリン注0.1%シリンジ

ノルアドリナリン  1mg

ソル・コーテフ注　100mg

水溶性ハイドロコートン注 100mg

ワソラン静注　5mg

フロセミド注20mg「NIG」

ペルジピン注 10mg

ヘルベッサー注射用 250

グリセオール注　300ml

ファモチジン静注20mg「日新」

キシロカインポリアンプ1%

鎮けい剤
アトロピン注0.05%シリンジ

ブスコパン注射液20mg

強心剤

ドブトレックスキット点静注用600mg

ネオフィリン注PL　250mg

プロタノールL注0.2mg

ドパミン塩酸塩点滴静注液
600mgバッグ「VTRS」

催眠鎮静剤，
抗不安剤

ドルミカム注10mg

セルシン注射液 5mg

フェノバール注射液 100mg

ソセゴン注射液 15mg

アタラックスP注　25mg

  新八千代病院で，令和６年度の負傷者想定５６人から医薬品等の必要数を見込み，概算額を積算。
※再整備を希望しない医薬品等があったため概算額からは除いている。

【医薬品】

No 薬品名 規格等 単位数 実数 必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

【新八千代病院】

循環型備蓄医薬品等の再整備一覧表

  負傷者５０人（重傷６人）   負傷者５６人（重傷１０人）
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1 SS-05SZ2232×100本 1 100 本 100 本

2 SS-10SZ2232P×100本 1 100 本 100 本

3 輸液専用チュ－ブ
DEHPフリーTI-
U751P/50セット

2 100 セット 100 セット

4 032043 Mサイズ 2 2 2

5 032044 Lサイズ 2 2 2

6 032045 LLサイズ 2 2 2

7
50mm×4.5m
13100×6巻

5 30 巻 30 巻

8
75mm×4.5m
13101×6巻

5 30 巻 30 巻

9
12mm×7m
24巻 3291

5 120 巻 120 巻

10
25mm×7m
12巻 3292

5 60 巻 60 巻

11 カット綿 No.5 5cmX5cm 500g 2 2 2

12 ガーゼ 7.5×10　50袋15200 2 100 袋 100 袋

13 Mサイズ100枚 2 200 枚 200 枚

14 Lサイズ100枚 2 200 枚 200 枚

15 手指消毒剤
GJ-S0350
350ml×12本

0.25 3 本 3 本

【衛生材料】

テルフュージョン輸液セット

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

フリータイ（包帯）　

No. 分類 品名 規格等 単位数 必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

注射器
シリンジ針付5ml 22G針

シリンジ針付10ml 22G針（フローマックス）

実数

ゴージョMHS（手指殺菌・消毒剤）

絆創膏

手袋

添え木（副子）

包帯
フリータイ（包帯）　

プラスチックグローブパウダーフリー

プラスチックグローブ パウダーフリー

滅菌ディスポーゼⅢ（滅菌ガーゼ）

カット綿（脱脂綿）

優肌絆（絆創膏）

優肌絆（絆創膏）
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平成２６年度 令和６年度

➡

● 概算額の出し方

効能分類

効能

1 10mg 2ml×10A 3 30 A 30 A

2 10％  1ml×10A 1 10 A 10 A

3 15ml  1ml×10A 3 30 A 30 A

4 15mg 1ml×10A 1 10 A 10 A

5 精神神経用剤 2.5％ 1ml×10A 1 10 A 10 A

6 1％  10ml   10A 3 30 A 30 A

7 1％  10ml×10A 3 30 A 30 A

8 1％　5ml×10A 1 10 A 10 A

9 2％  30ml× 5 1 5 5 本

10 骨格筋弛緩剤 25mg×10A 1 10 A 10 A

11 PF-N01AT 1ml×10トウ 2 20 ﾄｳ 20 トウ

12 20mg 1ml×10A 2 20 A 20 A

13 0.3％ 200ml×10袋 2 20 袋 20 袋

14 2.5％ 10ml×10A 2 20 A 20 A

15 0.02％ 1ml×10A 1 10 A 10 A

16 0.025％ 1ml×10A 2 20 A 20 A

17 不整脈用剤 0.25％ 2ml×10A 1 10 A 10 A

18 利尿剤 20mg 2ml× 50A 1 50 A 50 A

19 血管拡張剤 10mg  10V 1 10 V 10 V

20 その他の循環器官用薬 200ml×10袋 2 20 袋 20 袋

20mg 10A 3 30 A 30 A

20mg 10V 2 20 V 20 V

22 100mg 5V 4 20 V 20 V

23 500mg 5V 1 5 V 5 V

24 PF-N01AT 1ml×10トウ 3 30 トウ 30 トウ

25 0.1% 1ml×10A 1 10 A 10 A

26 その他のホルモン剤 100単位 10ml×1V 3 3 V 3 V

27 外皮用殺菌消毒剤 プラ0.02％ 500ml×20本 1 20 本 20 本

28 ソフト5% 500ml×20袋 2 40 袋 40 袋

29 20ml×10本 3 30 本 30 本

30 TP-A05GM3AV 500ml×20 5 100 100

31 TP-A05GM3AV 200ml×30 1 30 30

32 TP-A02GM1V 200ml×30 1 30 30

33 TP-A05GM1V 200ml×20 1 20 20

34 ソフトバッグ　500ml×20 5 100 100

35 プラ　100ml×10B 6 60 B 60 B

36 プラ　20ml×50A 2 100 A 100 A

37 ソフトバッグ　500ml×20袋 2 40 袋 40 袋

38 100ml×10キット 4 40 キット 40 キット

39 50mg　10ml×10A 2 20 A 20 A

40 250㎎ 5ml×50A 1 50 A 50 A

41 解毒剤 8.4％　20ml×50A 1 50 A 50 A

42
主としてグラム陰性菌

に作用するもの
100mg　1ml×10A 1 10 A 10 A

43 2g　10V 4 40 V 40 V

44 1g  10Ｖ 6 60 V 60 V

45 1g×10バッグ 5 50 バッグ 50 バッグ

46 1g×10バッグ 3 30 バッグ 30 バッグ

メイロン静注 8.4%

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」

主としてグラム陽性・
陰性菌に作用するもの

ホスミシンS 静注用2g

ﾋﾟﾍﾟラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」

ロセフィン点滴静注用1gバッグ

セファゾリンNa注射用1g「イセイ」

生理食塩液「ヒカリ」

大塚生食注20ml

大塚生食注500ml

大塚生食注2ポート100ml

止血剤
アドナ注（静脈用）50mg

トラネキサム酸注  250㎎/5ml「日新」

プリビーシー0.02%

糖類剤
大塚糖液 5%

ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」

血液代用剤

ソルデム3A 輸液

ソルデム3A輸液

ソルデム1輸液200ml

ソルデム1輸液500ml

ラクテック注

副腎ホルモン剤

ソル・コーテフ注射用 100mg

ソル・コーテフ静注用500mg

アドレナリン注0.1%  シリンジ

ノルアドリナリン  1mg

ヒューマリンR注 100単位ml

ワソラン静注　5mg

フロセミド注20mg「NIG」

ニカルジピン塩酸塩注射液  10mg「サワイ」

グリセオール注　200ml

21 消化性潰瘍用剤
ファモチジン注射用20mg「日新」

オメプラゾール注射用20mg
「日医工」

ロクロニウム臭化物静注液 25㎎/2.5ml

鎮けい剤
アトロピン注0.05%  シリンジ

ブスコパン注射液20mg

強心剤

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット
「ファイザー」

ネオフィリン注　250mg

プロタノールL注0.2mg

ジゴシン注0.25mg

アタラックスP注　25mg

局所麻酔剤

キシロカインポリアンプ1%

キシロカインポリアンプ1%

キシロカイン注ポリアンプ1%

キシロカインゼリー2%

催眠鎮静剤，
抗不安剤

セルシン注射液 10mg

フェノバール注射液 100mg

解熱鎮痛消炎剤
ソセゴン注射液 15mg

ソセゴン注射液 15mg  

  セントマーガレット病院で，令和６年度の負傷者想定１８４人から医薬品等の必要数を見込み，概算額を積算。

【医薬品】

No 薬品名 規格等 単位数 実数 必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

【セントマーガレット病院】

循環型備蓄医薬品等の再整備一覧表

  負傷者１４８人（重傷１８人）   負傷者１８４人（重傷３３人）
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1 SS-05SZ2232×100本 2 200 本 300 本 100 本

2 SS-10SZ2232P×100本 2 200 本 300 本 100 本

3 輸液専用チュ－ブ DEHPフリーTI-U750P/50セット 4 200 セット 250 セット 50 セット

4 032043 Mサイズ 3 3 4 1

5 032042 Ｓサイズ 3 3 4 1

6 032041 ＳＳサイズ 3 3 4 1

7
10.0cm×4.5m
品番11623 ×6巻

10 60 巻 72 巻 12 巻

8
7.5cm×4.5m
品番11622 ×6巻

10 60 巻 72 巻 12 巻

9 25mm×7m 12巻3292 16 192 巻 228 巻 36 巻

10 25mm×7m 12巻3512 8 96 巻 120 巻 24 巻

11 カット綿 4号 ４cmX４cm 500g 3 3 4 1

12 ガーゼ 7.5×7.5　50枚 3 150 袋 200 袋 50 袋

13 200枚入 ＦＲ-6016 2 400 枚 400 枚

14 200枚入 ＦＲ-601５ 2 400 枚 400 枚

15 手指消毒剤 GJ-S0350 350ml×12本 0.25 3 本 4 本 1 本

【衛生材料】

必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

注射器
シリンジ針付　5ml 22G　

シリンジ針付　10ml 22G　

No. 分類 品名 規格等 単位数 実数

ゴージョMHS（手指殺菌・消毒剤）

絆創膏

手袋

添え木（副子）

包帯

優肌絆 EasyCut（絆創膏）

優肌絆プラスチック（絆創膏）

ＷＩＳＭカット綿

滅菌ケーパインYカット S

ＮＰＶグローブ　Ｍ

ＮＰＶグローブ　Ｓ

テルフュージョン輸液セット

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

ソフラットシーネ2（副木）

エラスコット 4号（包帯）

エラスコット 3号（包帯）
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平成２６年度 令和６年度

➡

● 概算額の出し方

効能分類

効能

1 全身麻酔剤 500mg/50ml × 1V 5 5 V 10 V 5 V

2 10mg 2ml/10A 1 10 A 10 A

3 10%   1ml ×10A 1 10 A 10 A

4 解熱鎮痛消炎剤 15ml  1ml ×10A 1 10 A 10 A

5 精神神経用剤 2.5％ 1ml ×10A 1 10 A 10 A

6 1％　10ml/10A 1 10 A 20 A

7 2%  10ml×10A 2 20 A 20 A

8 2%  30ml × 5 558 10 10

9 20mg  1ml×10A 2 20 A 20 A

10 0.5mg/A×10 1 10 10

11 200ml/10本 1 10 袋 10 袋

12 2.5%  10ml×10A 1 10 A 10 A

13 0.02% 1ml×10A 1 10 A 10 A

14 不整脈用剤 0.25% 2ml ×10A 1 10 A 10 A

15 利尿剤 20mg 2ml/50Å 1 20 A 20 A

16 10mg  10ml×10A 1 10 A 10 A

17 2mg  10ml×10A 1 10 A 10 A

18 血管拡張剤 50mg  10V 1 10 V 10 V

19 消化性潰瘍用剤 20mg 5A 4 20 A 20 A

20 100mg/5V 1 5 V 5 V

21 0.1%  1ml×10A 1 10 A 10 A

22 0.1%  1ml×20A 1 20 A 20 A

23 その他のホルモン剤 100単位  10ml×1V 1 1 V 1 V

24 外皮用殺菌消毒剤 500ml 2 20 本 20 本

25 ソフト5% 500ml×20袋 1 20 袋 20 袋

26 プラ　20%　20ml×50A 1 50 A 50 A

27 20ml 300ml×10V 1 10 V 10 V

28 TP-A05GM3AV 500ml×20 5 100 100

29 ソフトバッグ　　500ml×20 2 40 40

30 500ml/20V 1 20 V 100 V

31 100ml/10V 1 50 V 50 V

32 解毒剤 8.4％　20ml×50A 1 50 A 50 A

33
主としてグラム陰性菌に
作用するもの

100mg　10A 1 10 A 10 A

34 2g　10V 1 10 V 10 V

35 1g  10キット 2 20 ｷｯﾄ 20 ｷｯﾄ

36 その他の抗生物質製剤 1ｇ/10V 1 10 V 10 V

アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」

主としてグラム陽性・陰
性菌に作用するもの

ホスミシンS 静注用2g

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ  1g「NP」

セファム第一世代CEZ注

血液代用剤

ソルデム3A 輸液

ラクテック注

テルモ生食注500ml

大塚生食注100ml

メイロン静注 8.4%

ヒューマリンR注100単位ml

ステリクロンw0.02％

糖類剤

大塚糖液 5%

ブドウ糖注 20%

 20%　マンニットール注「YD」

血圧降下剤
ペルジピン注 10mg

ペルジピン注 2mg

ヘルベッサー注射用 50

ガスター注射液20mg

副腎ホルモン剤

ソル・コーテフ注100mg

ノルアドリナリン  1mg

ボスミン注　1mg

強心剤

塩酸ドパミン注600mg

ネオフィリン注　250mg

プロタノールL注0.2mg

ワソラン静注　5mg

フロセミド注　20mg

局所麻酔剤

キシロカイン１％　

キシロカインポリアンプ2%

キシロカインゼリー2%

鎮けい剤
ブスコパン注射液20mg

硫酸アトロピン注 0.5mg

ティプリバン注1%キット　500mg

催眠鎮静剤，
抗不安剤

ホリゾン注

フェノバール注射液 100mg

ソセゴン注射液 15mg

アタラックスP注　25mg

  勝田台病院で，令和６年度の負傷者想定１４０人から医薬品等の必要数を見込み，概算額を積算。

【医薬品】

No 薬品名 規格等 単位数 実数 必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

【勝田台病院】

循環型備蓄医薬品等の再整備一覧表

  負傷者１１６人（重傷１４人）   負傷者１４０人（重傷２５人）
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1 SS-05SZ2138×100本 10 200 本 200 本

2 SS-10SZ2138×100本 1 200 本 200 本

3 輸液専用チュ－ブ DEHPフリー
TI-U750P/50セット 1 200 セット 200 セット

4 Mサイズ2個入 1 2 2

5 Lサイズ2個入 1 2 2

6 LLサイズ2個入 2 2 2

7 5cm×9ｍ　10巻入 2 50 巻 50 巻

8 7.5㎝×9ｍ 10巻入 2 50 巻 50 巻

9 12㎜×9ｍ　24巻入 2 192 巻 192 巻

10 25㎜×9ｍ　12巻入 1 96 巻 96 巻

11 カット綿 4㎝×4㎝   500ｇ 1 3 3

12 ガーゼ 7.5×7.5　20袋 1 100 袋 100 袋

13 Mサイズ　100枚　 1 300 枚 300 枚

14 Lサイズ　100枚 1 300 枚 300 枚

15 手指消毒剤 GJ-S0350  350ml×12本 2 3 本 3 本ゴージョMHS（手指殺菌・消毒剤）

医療用テープ
サージカルテープ

サージカルテープ

カット綿

当てガーゼ

手袋

プラスチックグローブ
                パウダーフリー（シン）
プラスチックグローブ
                パウダーフリー（シン）

添え木（副子）

ソフトシーネ

ソフトシーネ

ソフトシーネ

包帯
ファインタイ

ファインタイ

必要数
必要数のうち

自院の在庫から使
用

注射器
シリンジ針付　5ml 21G

シリンジ針付　10ml 21G

テルフュージョン輸液セット

【衛生材料】

No. 分類 品名 規格等 単位数 実数
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番号 効能

1 111 全身麻酔剤 ティプリバン注1%キット　500mg 500mg/50ml × 1V 10 10 V

2 セルシン注射液 10mg 10mg  2ml ×10A 1 10 A

3 フェノバール注射液 100mg 10%  1ml × 10A 1 10 A

4 1 10 A

5 3 30 A

6 117 精神神経用剤 アタラックスP注　25mg 2.5％  1ml ×10A 1 10 A

7 2 20 A

8 2 20 A

9 キシロカインポリアンプ2% 2%  10ml×10A 2 20 A

10 キシロカインポリアンプ1% 1%  10ml×10A 5 50 A

11 キシロカインゼリー2% 2%　30ml × 5 2 10

12 リドカイン注射液1%　20ｍｌ 1%  20ml×10A 1 10 A

13 2 20 A

14 5 50 A

15 硫酸アトロピン注 0.5mg 0.5mg/A×10 1 10

16 プレドパ　600mg 0.3%　200ml×10袋 1 10 袋

17 1 10 A

18 1 10 A

19 プロタノールL注0.2mg 0.02%　1ml×10A 1 10 A

20 212 不整脈用剤 ワソラン静注　5mg 0.25%　2ml ×10A 1 10 A

21 213 利尿剤 ラシックス注 20mg 20mg  2ml×10A 2 20 A

22 ペルジピン注 10mg 10mg  10ml×10A 1 10 A

23 ペルジピン注 2mg 2mg  10ml×10A 1 10 A

24 217 血管拡張剤 ヘルベッサー注射用 50 50mg  10V 1 10 V

25 232 消化性潰瘍用剤 ガスター注射液20mg 20mg 5A 4 20 A

26 サクシゾン注 100mg 100mg  5V 1 5 V

27 1 10 A

28 1 10 A

29 1 20 A

30 2 20 A

31 0.1%　1ml×12A 1 12 A

32 249 その他のホルモン剤 ヒューマリンR注 100単位ml 100単位　10ml×1V 1 1 V

33 1 20 本

34 1 20 本

35 プレポダインソリューション1% 270ｍｌ 1％ 270ml 3 3

36 1 20 袋

37 1 20 袋

38 大塚糖液5% 20ml ソフト5% 20ml×50袋 1 50 袋

39 1 50 A

40 1 50 A

41  20%　マンニットール注「YD」 20ml％ 300ml×10V 1 10 V

42 ソルデム3A 輸液 TP-A05GM3AV 500ml×20 5 100

43 2 40

44 5 100

45 ソフトバッグ　500ml×10 1 10

46 5 100 B

47 2 40 B

48 5 50 B

49 5 50 B

50 ソリタ-T 3号輸液 500ml×20V 5 100 V

51 ソルデム3A 輸液 TP-A05GM3AV 500ml×20 1 20

52 生食液バッグ100ｍL「CMX」 プラ　100ml×16B 1 16 B

53 392 解毒剤 メイロン静注 8.4% 7 8.4％　20ml×50A 1 50 A

54 612
主としてグラム陰性菌
　　　　　に作用するもの

アミカシン硫酸塩注射液100mg
                                「サワイ」

100mg　10A 1 10 A

55 ホスミシンS 静注用2g 2g　10V 1 10 V

56 2 20 ｷｯﾄ

57 5 50 ｷｯﾄ

58 ロセフィン点滴静注用1Gバッグ1g 1g  10バッグ 1 10 B

59 フィニバックスキット点滴静注用0.25ｇ 0.25g×７V 1 7 V

60 619
　　その他の
　　　抗生物質製剤

注射用ビクシリンS 1000 1g　10V 1 10 V

61 632 毒素及びトキソイド類 破傷風トキソイド 0.5ml 3 6 V

No
効能分類

薬品名 規格等 単位数 実数

医薬品廃棄一覧表　　

鎮けい剤

114 解熱鎮痛消炎剤

121

613

ソセゴン注射液 15mg 15ml  1ml ×10A

カルボカインアンプル1％ 1%  10ml×10A

局所麻酔剤

ネオフィリン注　250mg 2.5%　10ml×10A

ブスコパン注射液20mg 20mg  1ml×10A

糖類剤323

331

211 強心剤

214

セフメタゾールナトリウム点滴静注用
バッグ   1g「NP」

1g  10キット

ラクテック注
ソフトバッグ　　500ml×20

主としてグラム陽性・
陰性菌に作用するもの

血液代用剤
生理食塩液「ヒカリ」

プラ　500ml×20B

プラ　100ml×10B

大塚糖液 5% ソフト5% 500ml×20袋

ブドウ糖注 20% プラ　20%　20ml×50A

261 外皮用殺菌消毒剤
プリビーシー0.02% プラ0.02％ 　500ml×20本

ボスミン注　1mg
0.1%　1ml×20A

ノルアドリナリン  1mg 0.1%　1ml×10A

血圧降下剤

245 副腎ホルモン剤

112 催眠鎮静剤，抗不安剤

124
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番号 効能

33 1 20 本

34 1 20 本

35 プレポダインソリューション1% 270ｍｌ 1％ 270ml 3 3

36 1 20 袋

37 1 20 袋

38 大塚糖液5% 20ml ソフト5% 20ml×50袋 1 50 袋

39 1 50 A

40 1 50 A

41  20%　マンニットール注「YD」 20ml％ 300ml×10V 1 10 V

42 ソルデム3A 輸液 TP-A05GM3AV 500ml×20 5 100

43 2 40

44 5 100

45 ソフトバッグ　500ml×10 1 10

46 5 100 B

47 2 40 B

48 5 50 B

49 5 50 B

50 ソリタ-T 3号輸液 500ml×20V 5 100 V

51 ソルデム3A 輸液 TP-A05GM3AV 500ml×20 1 20

52 生食液バッグ100ｍL「CMX」 プラ　100ml×16B 1 16 B

53 392 解毒剤 メイロン静注 8.4% 7 8.4％　20ml×50A 1 50 A

54 612
主としてグラム陰性菌
　　　　　に作用するもの

アミカシン硫酸塩注射液100mg
                                「サワイ」

100mg　10A 1 10 A

55 ホスミシンS 静注用2g 2g　10V 1 10 V

56 2 20 ｷｯﾄ

57 5 50 ｷｯﾄ

58 ロセフィン点滴静注用1Gバッグ1g 1g  10バッグ 1 10 B

59 フィニバックスキット点滴静注用0.25ｇ 0.25g×７V 1 7 V

60 619
　　その他の
　　　抗生物質製剤

注射用ビクシリンS 1000 1g　10V 1 10 V

61 632 毒素及びトキソイド類 破傷風トキソイド 0.5ml 3 6 V

No
効能分類

薬品名 規格等 単位数

261 外皮用殺菌消毒剤
プリビーシー0.02% プラ0.02％ 　500ml×20本

大塚糖液 5% ソフト5% 500ml×20袋

ブドウ糖注 20% プラ　20%　20ml×50A

実数

セフメタゾールナトリウム点滴静注用
バッグ   1g「NP」

1g  10キット

ラクテック注
ソフトバッグ　　500ml×20

主としてグラム陽性・
陰性菌に作用するもの

血液代用剤
生理食塩液「ヒカリ」

プラ　500ml×20B

プラ　100ml×10B

613

糖類剤323

331
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1 2 200 本

2 1 100 本

3 2 200 本

4 1 100 本

5 シリンジ針付　5ml 22G SS-05SZ2232×145本 1 145 本

6 シリンジ針付　10ml 22G 08-614×10本 1 10 本

7 4 200 セット

8 2 100 セット

9 ニプロ輸液セット ISA-200A00Z 1 54 セット

10 3 3

11 2 2

12 3 3

13 2 2

14 2 1

15 3 3

16 2 2

17 2 2

18 SIGMAXソフトスプリントS（副木） Sサイズ 2 1

19 10 60 巻

20 5 30 巻

21 10 60 巻

22 5 30 巻

23 50mm×4.5m×6巻 5 18 巻

24 75mm×4.5m×6巻 5 13 巻

25 スキナゲート・スパット12mm 12mm×7m 　24巻 5 63 巻

26 サージカルテープ25mm 25mm×7m 　12巻 5 10 巻

27 8 192 巻

28 5 120 巻

29 8 96 巻

30 5 60 巻

31 3 3

32 2 2

33 4cm×4cm 500g 1 1

34 3 150 袋

35 2 100 袋

36 3 300 枚

37 2 200 枚

38 3 300 枚

39 2 200 枚

41 プラスチックグローブ 7 700 枚

40 ニトリルグローブPF Mサイズ　100枚 5 500 枚

42 0.25 3 本

43 0.25 3 本

44 KENZジェルケアプラス500ML 2 本

単位数 実数

衛生材料

ソフラットシーネ2（副木）

衛生材料廃棄一覧表　　

衛生材料

No 効能分類 材料名 規格等

Lサイズ　100枚

SS-05SZ2138×100本

SS-10SZ2138×100本

衛生材料
テルフュージョン輸液セット DEHPフリー
TI-U750P/50セット

衛生材料

シリンジ針付　5ml 21G

シリンジ針付　10ml 21G

032044 Lサイズ　

032045 LLサイズ

衛生材料 優肌絆プラスチック（絆創膏）

12mm×7m 　24巻　3511 

25mm×7m 　12巻　
3512 

衛生材料

032043 Mサイズ 

フィインタイフィール

ゴージョMHS（手指殺菌・消毒剤） GJ-S0350 　350ml×12本

衛生材料

メディタイト（包帯）　

75mm×4.5m
MW050025 ×6巻

50mm×4.5m
MW050025 ×6巻

衛生材料

プラスチックグローブ
パウダーフリー（シン）

Mサイズ　100枚　

衛生材料

衛生材料

カット綿（脱脂綿）
No.5 5cmX5cm 500g　

ステラーゼ滅菌済（滅菌ガーゼ） 7.5×7.5　50袋　15995　
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27 8 192 巻

28 5 120 巻

29 8 96 巻

30 5 60 巻

31 3 3

32 2 2

33 4cm×4cm 500g 1 1

34 3 150 袋

35 2 100 袋

36 3 300 枚

37 2 200 枚

38 3 300 枚

39 2 200 枚

41 プラスチックグローブ 7 700 枚

40 ニトリルグローブPF Mサイズ　100枚 5 500 枚

42 0.25 3 本

43 0.25 3 本

44 KENZジェルケアプラス500ML 2 本

実数No 効能分類 材料名 規格等 単位数

ゴージョMHS（手指殺菌・消毒剤） GJ-S0350 　350ml×12本

衛生材料

プラスチックグローブ
パウダーフリー（シン）

Mサイズ　100枚　

衛生材料

衛生材料

カット綿（脱脂綿）
No.5 5cmX5cm 500g　

ステラーゼ滅菌済（滅菌ガーゼ） 7.5×7.5　50袋　15995　

衛生材料 優肌絆プラスチック（絆創膏）

12mm×7m 　24巻　3511 

25mm×7m 　12巻　
3512 

衛生材料

Lサイズ　100枚



 

41 

 

災害時医薬品等循環型備蓄事業に対する意見結果 

 

 

【使用期限切れに伴う更新について】 

１ 配備されている医薬品等について，使用期限切れに伴う廃棄が発生していますか。 

  （平常診療では使用していない医薬品等が含まれていますか。） 

 

①発生している               ４件 

②多少は発生している            ２件 

③発生していない（ほとんど発生していない） １件  

 

 

 

 

 

「１」に対する主なご意見 

・配備された医薬品等と院内で採用している薬剤とメーカーが異なる。 

・使用期限の問題もあり，納品，卸業者に交換を依頼したが，交換は受けられないとのこ

とで使用期限が切れている医薬品がある。 

・災害時に在庫が必要だが，平常診療では不要のため，備蓄としての量が多く廃棄する量

も多い。 

・医薬品は，ローリングストックによる在庫管理を行い，期限切れに伴う廃棄をしないよ

う工夫している。 

・そもそも使用しない医薬品があるため，使用しないものは多量に廃棄していた。 

 

２ 配備されている医薬品等を更新する際，平常診療分の補充的な意味合いも兼ねている

かと思いますが，平常診療分の補充範囲を超えた過剰な費用負担になっていますか。 

 

①過剰な費用負担である         ３件 

②災害時用としてやむを得ない範囲である ４件 

③平常診療分の更新の範疇である     ０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼数：7件 

回答数：7件 
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「２」に対する主なご意見 

・備蓄している医薬品を全く使用しないため，使用期限が切れた後は廃棄することとな

り，無駄であるため，期限が来る前に循環型の備蓄に変更した方が良い。 

・一時救護所での処置はほとんどないと考えるため，ガーゼ，包帯，消毒等があれば良い 

のでは。 

・スタッフが月に 1回の在庫管理を行っており，管理の手間が発生しているため負担で 

ある。 

・使用頻度が少なく，廃棄とならないよう期限管理に苦労している医薬品がある。 

・特に過剰な費用負担となっている医薬品は無い。 

 

【本事業全体に対する主なご意見】 

・事業を従前の内容のまま変えずに継続する場合には，辞退したいと考えている。 

➡市の見解①～③へ 

・災害備蓄薬品の商品名が一般名になれば，各医療機関の採用医薬品で準備できるのでは 

ないか。➡市の見解①へ 

・災害発生時には，市から配備されている医薬品からではなく，院内，外来，救急に配備さ

れた医薬品から使用すると思われる。➡市の見解②へ 

・災害時の医薬品は市で保管し，発災時に市から救護所に支給する方法も検討してほしい。 

➡市の見解②へ 

・医薬品の選別は，各医療機関に情報収集して，最低限循環できるものにした方が良い。 

➡市の見解②へ 

・採用品ではない医薬品については，期限切れが発生した際に市から配分してもらえない 

か。➡市の見解③へ 

・災害時用備蓄薬品で代替薬品が入手不可となった場合の対応方法はどうしたらいいか。

販売中止になった医薬品は，欠品のままで問題ないか。➡市の見解④へ 

 

【ご意見に対する市の見解について】 

①再整備する医薬品等について 

各医療機関様に対して本事業の聞き取りをした中で，実際に医療行為を行う医師の先

生が使い慣れている医薬品等で再整備を希望する声が聞かれました。 

また，ご意見でも再整備する際は平常診療時の採用医薬品等が良いとの声がありまし

た。市としても各医療機関様にとって循環しやすい医薬品等での再整備が望ましいと考

えており，再整備に当たっては，平常診療時の採用医薬品等が選択できるよう市側から

医薬品等の指定は行わない方向で考えております。 
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②災害時用として整備する医薬品等の数量について 

備蓄する医薬品等の数量については，千葉県が公表する千葉県北西部直下地震（最大

想定震度６強）の被害想定を基に算定される必要量を確保したいと考えております。 

しかしながら，必要量のすべてを市で用意した場合，管理上の負担が増すだけでなく，

循環できずに廃棄する医薬品等も増え費用負担も大きくなります。 

各医療機関様が平常診療時用として備蓄している医薬品等を，応急医療救護活動の中

で使用させていただく場合は，市が使用した分を費用弁償することになっておりますの

で，平常診療時用の備蓄に余裕がある場合は，備蓄余裕分を災害時の応急医療救護活動

で使用する必要量の一部として見込んでいただいても構いません。 

 

応急医療救護活動で使用する医薬品等の必要量 

＝市整備分＋(平常診療時用)備蓄余裕分 

 

 

③災害時用として整備した医薬品等の廃棄及び更新について 

災害時用として整備した医薬品等が循環しきれずに廃棄となってしまった場合は，廃

棄及び更新に要する費用について，市で費用負担する方向で検討してまいります。 

今回の再整備にあたっては，再整備分だけでなく，廃棄を希望する医薬品等も合わせ

て調査し，令和７年度当初予算で要求をいたしました。 

 

④災害時用の医薬品等で代替医薬品等が入手不可となった場合について 

 応急医療救護活動で使用する医薬品等になりますので，同じ効能が得られる他の医薬

品等で更新をお願いします。 

同じ効能が得られる医薬品等が見つからない場合は，市までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

（４）応急医療救護活動マニュアル等の見直し 
 

令和６年３月７日付けで「応急医療救護活動マニュアル」の内容で，見直しや検討が必要
な事項を確認するため意見照会を行いました。 

 

１  意見照会結果及び事務局見解 

該当箇所：５頁１０行目（災害医療コーディネーターの役割についての記載） 

内容 

（３）亜急性期における千葉県災害医療班の活動調整  → 

（３）亜急性期における千葉県災害医療本部との活動調整 

➡【事務局見解】見直しの際に参考といたします。 

該当箇所：９頁２５行目（応急医療救護本部と消防本部との連絡体制について） 

内容 

消防本部では，震度５強以上の地震が発生した際，部隊運用の統制を行う「警防

本部」を立ち上げます。本マニュアルにおいては，消防本部の役割として，「応急

医療救護本部との調整」とありますが，双方の具体的な連絡体制について以下の事

項を確認させてください。 

①応急医療救護本部との連絡手段について 

警防本部との連絡手段については，１次救護所に配備されているＭＣＡ無線を

活用することでよろしいか。 

➡【事務局見解】本マニュアル１５頁を参考に健康福祉課で管理する応急医療救

護本部（199）用のＭＣＡ無線等へ連絡してください。 

なお，行政内部でのやり取りについて，ＭＣＡ無線等以外の情報伝達手段（LoGo

チャット）の活用も検討できればと考えております。 

②応急医療救護本部の連絡員について 

 応急医療救護本部との調整事項として，１次救護所から八千代医療センター，そ

の他医療機関への搬送状況の確認等になるが，警防本部との連絡員については，災

害医療コーディネーターと考えてよろしいか。 

➡【事務局見解】八千代医療センターを含めた災害医療地区病院への傷病者の受

入状況は，応急医療救護本部に情報が集約され，また，市域外の第二次搬送先収

容医療機関への受入調整も応急医療救護本部が県災害医療本部と行うこととなり

ます。応急医療救護本部の構成員に災害医療コーディネーターも含まれますが，

災害医療コーディネーターは，救護所に参集する医師等の調整やＤＭＡＴの受入

調整を行う役割を担っていることから，状況に応じて，応急医療救護本部員であ

る健康福祉課職員とのやり取りが考えられます。 

③応急医療救護本部への消防職員の派遣について 

消防本部の災害対応としては，１次救護所へ職員派遣をするよう定めているが

（「八千代市消防本部震災対応活動指針」），災害対応に人員確保に努めたいので，

応急医療救護本部のみ職員派遣をすることでよろしいか。もしくは，連絡体制が確

保されているのであれば，職員派遣自体は不要であるか，併せて確認いたしたい。 

➡【事務局見解】１次救護所への職員派遣について，各１次救護所の情報は，応急

医療救護本部に集約されるため，救急搬送等を行うための人員確保を最優先に考

えていただけたらと思います。 

応急医療救護本部への職員派遣は，八千代市地域防災計画（震災-3-83）の「収

容医療機関の確保」に係る調整を円滑に進めていくため，現時点では，職員派遣
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を，引き続きご検討いただき，将来的には，情報伝達訓練を重ねていくことで，職

員派遣が不要となるような体制を目指していけたらと考えております。 

該当箇所：１５・１６・５８頁図（ＭＣＡ無線通信体系についての記載） 

内容 

・メディカルプラザ加瀬外科・加瀬眼科→八千代台東小学校 

・おかざき外科クリニック→西高津小学校 

➡【事務局見解】見直しの際に参考といたします。 

該当箇所：２２頁図１（トリアージ区分（黄色）の状況についての記載） 

内容 
・バイタルサインがある→バイタルサインが安定している 

➡【事務局見解】見直しの際に参考といたします。 

該当箇所：３０頁下から６行目 

内容 
・バイタルの安定→バイタルサインの安定 

➡【事務局見解】見直しの際に参考といたします。 

【参考】八千代市地域防災計画（震災-3-83）「収容医療機関の確保」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  今後のスケジュール（予定） 

令和７年３月…市から見直し案の内容について意見照会 

令和７年４月～５月上旬…意見照会の回答期間 

令和７年５月中旬～６月…寄せられた意見を踏まえ見直し案の再検討 

➡応急医療救護活動マニュアルの見直し（※） 

 

 

 

  

※応急医療救護活動マニュアルの見直しと並行し，本市職員の応急医療救護体

制等を整理した「応急医療救護活動職員マニュアル」や，令和７年度に予定し

ている医薬品等の再整備に伴う「災害時の応急医療救護活動における医薬品

等の整備及び管理に関する覚書」の再締結についても進めてまいります。 
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（５）千葉県柔道整復師会との災害時等の応急救護活動に関す
る協定の締結 
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（６）災害時の応急医療救護活動に関する協定及び覚書への 
意見照会結果等について 

 
令和６年１０月１７日付けで三師会に対し，「災害時の応急医療救護活動に関する協定及び

覚書」の中で，見直しや新たに追加した方が良い内容等がないか確認するため意見照会を行
いました。 

 

１  現在の協定及び規定内容についての意見 

機関名 意見 

八千代市医師会 意見なし 

八千代市歯科医師会 意見あり（６０頁～６５頁に市の見解と共に記載【①～⑬】） 

八千代市薬剤師会 意見なし 

２  協定及び覚書全体についての意見 

機関名 意見 

八千代市医師会 意見なし 

八千代市歯科医師会 意見あり（６５頁に意見に市の見解と共に記載【⑭】） 

八千代市薬剤師会 意見なし 

３  自由記述 

機関名 意見 

八千代市医師会 意見なし 

八千代市歯科医師会 意見なし 

八千代市薬剤師会 医療コーディネーターと同様，薬事コーディネーターの配備を

する事により，本部における「CSCA」の確率がより円滑になり

ます。これまでの災害対応においても非常に重要です。 

改めて薬剤師が「本部」「避難所」それぞれに入る意義・認識を

持って頂ければ幸いです。「避難所」においては，薬事トリアー

ジを行う事により，現場の医師・看護師の業務負担の軽減・サ

ポートも行えます。 

【参考】八千代市の応急医療救護体制 
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４  協定及び覚書の見直し方針について 

 （１）三師会で共通している規定の表現や，条文の構成はできる限り統一するようにします。 

※現在の協定・覚書の比較は５３頁～５９頁を参照 

（２）新たに次の内容に対する協力をご検討ください。 

機関名 協力依頼事項 

八千代市医師会 ・避難所等での巡回診療 

八千代市歯科医師会 ・避難所等での応急歯科診療，歯科相談及び歯科保健活動 

・合同訓練への参加 

八千代市薬剤師会 ・１次救護所での医師の処方に基づく調剤及び服薬指導 

・支援医薬品等の仕分け及び管理 

・避難所等での巡回診療補助及び服薬指導 

・合同訓練への参加 

 

 

５  今後のスケジュール（予定） 

令和７年１月…市から協定・覚書の見直し案を提示 

令和７年２月…見直し案の内容について協議・合意 

令和７年３月…市で協定・覚書の体裁を整理 

➡協定・覚書の再締結 
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3 

現在の「災害時の応急医療救護活動に関する協定」の比較 

医師会 歯科医師会 薬剤師会 

災害時の応急医療救護活動に関する協定書 災害時の歯科医療活動に関する協定書 災害時における薬剤師の派遣及び医薬品等の供給に関する協定書  

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が八千代

市において発生した場合，必要な応急医療救護活動（以

下「救護活動」という。）を円滑に行うため，八千代市（以

下「甲」という。）と一般社団法人八千代市医師会（以下

「乙」という。）は次のとおり協定を締結するものとす

る。 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が八千代

市において発生した場合，必要な歯科医療活動を円滑に

行うため，八千代市（以下「甲」という。）と一般社団法

人八千代市歯科医師会（以下「乙」という。）は次のとお

り協定する。 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が八千代

市において発生した場合，避難所等への薬剤師の派遣及

び必要な医薬品等の円滑な調達・供給（以下「派遣等」

という。）を行うため，八千代市（以下「甲」という。）

と一般社団法人八千代市薬剤師会（以下「乙」という。）

は，次のとおり協定する。 

（総則） （総則） （総則） 

第１条 この協定は，八千代市地域防災計画（以下「防

災計画」という。）に基づき，甲が行う救護活動におけ

る乙との協力に関し必要な事項を定める。 

第１条 この協定は，八千代市地域防災計画（以下「防

災計画」という。）に基づき，甲が行う応急医療救護活

動（以下「救護活動」という。）における乙との歯科医

療活動の協力に関し，必要な事項を定める。 

第１条 この協定は，八千代市地域防災計画（以下「防

災計画」という。）に基づき，甲が行う応急医療救護活

動（以下「救護活動」という。）における乙との派遣等

の協力に関し必要な事項を定める。 

（要請） （要請） （要請） 

第２条 甲は，防災計画に基づく救護活動を実施する必

要が生じた場合は，乙に医療救護班の編成及び派遣

（以下「派遣等」という。）を要請するものとする。 

第２条 甲は，防災計画に基づく救護活動における歯科

医療活動を実施する必要が生じた場合は，乙に対し歯

科医療班の派遣を要請することができるものとする。 

第２条 甲は，防災計画に基づく救護活動を実施する必

要が生じた場合には，乙に派遣等を要請できるものす

る。 

（派遣等の要請対応） （要請への対応） （派遣等の要請対応） 

第３条 乙は，八千代市において震度６弱以上の地震を

観測したとき，八千代市応急医療救護本部（以下「救

護本部」という。）及び第７条第１項に定める１次救護

所に自ら参集し，救護活動を行うものとする。 

 

 

 

第３条 乙は，八千代市において震度６弱以上の地震を

観測したとき，八千代市応急医療救護本部（以下「救

護本部」という。）に自ら参集し，歯科医療活動を掌理

するとともに，必要に応じて歯科医療班を編成し歯科

医療活動を行うものとする。 

 

 

第３条 乙は，八千代市において震度６弱以上の地震を

観測したとき，八千代市応急医療救護本部（以下「救

護本部」という。）に自ら参集し，救護本部と連携を図

り派遣等を行うものとする。 

 

２ 乙は，前項に定めるほか，必要に応じ八千代市薬剤

師会会員の協力を要請するものとする。 
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２ 乙は，前項に定める救護本部及び１次救護所に参集

する医師について，予め定めておくものとする。 

３ 前２項に定めるほか，市に災害対策本部が設置され，

本部長（市長）が派遣等の必要があると認めたときは，

救護本部と調整を図り救護活動を行うものとする。 

２ 乙は，前項に定める救護本部に参集する歯科医師等

について，予め定めておくものとする。 

３ 前２項に定めるほか，市に災害対策本部が設置され，

本部長（市長）が歯科医療活動の必要があると認めた

ときは，救護本部との連携を図り歯科医療活動を行う

ものとする。 

３ 乙は，第１項に定める救護本部に参集する者を，予

め定めておくものとする。 

４ 乙は，前３項に定めるほか，市に災害対策本部が設

置され，本部長（市長）が派遣等の必要があると認め

たときは，救護本部との連携を図り派遣等を行うもの

とする。 

５ 乙は，甲から医薬品等の調達及び供給要請があった

場合は，直ちに医薬品等を調達し，適正な価格で供給

するものとする。 

（搬送等）   

第４条 前条第３項に定める医師等の搬送については，

必要に応じ甲が行うものとする。 

（八千代市医師会医療救護対策本部の設置）   

 

 

第５条 乙は，医療救護班の救護活動を円滑に行うため，

八千代市医師会医療救護対策本部（以下「対策本部」

という。）を設置する。 

２ 前項の対策本部は救護本部内に設置し，本部長は医

師会長とし，副本部長は副会長とする。 

３ 対策本部は医療救護班の活動を掌理するとともに，

救護本部との連携を図り情報を共有するものとする。 

（医療救護班の業務） （歯科医療班の業務）  

第６条 医療救護班の業務は，次の各号に掲げるとおり

とする。 

(1) 傷病者に対する応急処置 

(2) 後方収容医療機関等への転送の要否及び転送順

位の決定 

(3) 死亡の確認 

(4) 助産 

第４条 歯科医療班は，救護所等において次に定める業

務を行うものとする。 

(1) 歯科医療に係わる応急処置 

(2) 歯科診療記録等による被災者等の身元確認 

(3) 重症病者に対する後方歯科医療施設への転送の 

要否及び転送順位の決定 

第５条第１項で規定 第４条で規定 

規定なし 規定なし 

規定なし 
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 （歯科医師等の搬送） （搬送等） 

第５条 第３条第３項に定める歯科医師等の搬送につ

いては，必要に応じ甲が行うものとする。 

２ 歯科医療活動に必要となる医薬品等は，原則として

乙が調達し搬送するものとする。 

第４条 前条第１項から第４項に定める薬剤師の搬送

は，基本的に乙が行うものとする。 

２ 前条第５項に定める医薬品等の運搬については，基

本的に甲が行うものとする。 

（救護所の設置）   

第７条 甲は，防災計画に定められた災害医療地区病院

に，乙の協力を得て１次救護所を設置する。 

２ 甲は，災害の状況に応じて必要と思われるときは，

救護活動が可能な災害現場や避難場所等に，乙の協力

を得て２次救護所を設置することができる。 

（重症病者の転送） （後方歯科医療施設への転送）  

第８条 救護所から重症病者の後方収容医療機関への

転送先は，基本的に八千代医療センター（災害拠点病

院）とし，その搬送は甲が行うものとする。 

２ 前項に定めるほか，市域外への転送が必要と認める

場合は，救護本部並びに千葉県災害医療本部等と調整

を図り，転送先及びその手段を決定するものとする。 

第６条 重傷病者の後方歯科医療施設への転送は，甲，

乙協議のうえ転送先を決定するものとし，その搬送は

甲が行うものとする。 

（医薬品等）   

第９条 救護活動に要する医薬品，衛生材料及び救護資

器材(以下「医薬品等」という。)は，原則として甲が調

達し搬送するものとする。ただし，当該準備が困難な

場合は，甲の負担において乙が協力するものとする。 

２ 医薬品等の整備及び管理に関する必要な事項は，別

に定めるものとする。 

３ 乙の救護活動における給食及び給水は，甲が行うも

のとする。 

（合同訓練）   

第４条で規定 

規定なし 規定なし 

規定なし 

医師会協定の第１項は，第３条第５項と第４

条第２項で規定 

医師会協定の第２項・第３項は，規定なし 

医師会協定の第１項は，第５条第２項で規定 

医師会協定の第２項・第３項は，規定なし 
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第１０条 甲及び乙は，救護活動を円滑に行うため合同

訓練を実施するものとする。 

２ 合同訓練の要請は，甲，乙相互に行うことができる

ものとし，併せて相互に協力するものとする。 

（医療費） （医療費）  

第１１条 救護所における医療費は，原則として次のと

おりとする。 

 (1)  救護所での応急処置に係わる医療費は無料とす

る。 

 (2)  救護所において応急処置を実施後，病院等で入

院，治療及び手術（以下「治療等」という。）を実施し

たとき，又は後方収容医療機関へ転送したときの医療

費は患者負担とする。ただし，後方収容医療機関にお

いて再収容後，治療等を実施できず応急処置を実施し

た場合は無料とする。 

第７条 歯科医療班が救護所等で行った業務の医療費

は，原則として無料とする。 

２ 後方歯科医療施設での医療費の負担は，患者負担と

する。 

（費用弁償等） （費用弁償等） （費用弁償等） 

第１２条 甲の要請に基づき，乙の指示により救護活動

に従事した医師等に対する費用弁償等は，別に定める

ものとする。 

第８条 甲の要請に基づき，乙の指示により歯科医療活

動に従事した歯科医師等に対する費用弁償等は，別に

定めるものとする。 

第５条 甲の要請に基づき，乙の指示により派遣された

薬剤師の費用弁償等は，別に定めるものとする。 

 （災害補償等） （災害補償等） （災害補償等） 

第１３条 甲の要請に基づき，救護活動及び合同訓練に

従事した者が，そのために負傷し，疾病にかかり，又

は死亡した場合は，災害救助法（昭和２２年１０月１

８日法律第１１８号）の例に準じて甲が災害補償を行

うものとする。 

２ 甲は，乙が救護活動において活用した医療施設及び

使用した医療資器材が破損した場合，実費弁償するも

のとする。 

第９条 甲の要請に基づき，乙の指示により歯科医療活

動に従事した歯科医師等が，そのために負傷し，疾病

にかかり，又は死亡した場合は，災害救助法（昭和２

２年１０月１８日法律第１１８号）の例に準じて甲が

災害補償を行うものとする。 

第６条 甲の要請に基づき，乙の指示により派遣された

薬剤師が業務中に負傷し，疾病にかかり，又は死亡し

た場合は，災害救助法（昭和２２年１０月１８日法律

第１１８号)の例に準じて，甲が災害補償を行うものと

する。 

規定なし 規定なし 

規定なし 
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 （医事紛争発生の措置） （医事紛争発生の措置） （薬事紛争発生の措置） 

第１４条 この協定により実施した救護活動に関して，

患者との間に医事紛争が発生した場合，甲は乙との緊

密な連携のもとに速やかに原因等を調査し，適切な措

置を講ずるものとする。 

第１０条 この協定により実施した歯科医療活動に

関して，患者との間に医事紛争が発生した場合，甲は，

乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し，適切

な措置を講ずるものとする。 

第７条 甲の要請に基づき，乙の指示により派遣され

た薬剤師が，業務により患者との間に薬事紛争が発生し

た場合，甲は，乙と密接な連携のもとに速やかに原因等

を調査し，適切な措置を講ずるものとする。 

 （旧協定の失効） （旧協定の失効） （旧協定書の失効） 

第１５条 平成２０年３月２８日締結の「災害時の医療

救護活動に関する協定書」は，この協定の成立をもっ

て失効するものとする。 

第１１条 平成８年５月８日締結の「災害時の歯科医

療活動に関する協定書」は，この協定の成立をもって失

効するものとする。 

第８条 平成８年５月８日締結の「災害時における薬

剤師の派遣及び医薬品等の供給等に関する協定書」

は，この協定の成立をもって失効するものとする。 

 （協議） （協議） （協議） 

第１６条 この協定に定めるほか必要な事項は，甲，乙

協議して別に定めるものとする。 

第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定書

に定める事項に疑義が生じたときは，甲乙協議のうえ

定めるものとする。 

第９条 この協定に定めるほか必要な事項については，

別に定めるものとする。 

 上記協定の成立を証するため，本協定書２通を作成し，

甲乙記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 上記協定の成立を証するため，本協定書２通を作成し，

甲乙記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 上記協定の成立を証するため，本協定書２通を作成し，

甲乙記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

  平成２６年１０月２７日 

 

       甲  八千代市大和田新田３１２番地の５ 

         八千代市 

         八千代市長 秋 葉 就 一 

                      

       乙 八千代市ゆりのき台２丁目１０番地 

         一般社団法人八千代市医師会 

         会長    椎 原 秀 茂 

  平成２６年１０月２７日 

 

      甲  八千代市大和田新田３１２番地の５ 

         八千代市 

         八千代市長 秋 葉 就 一 

                        

      乙 八千代市ゆりのき台２丁目１０番地 

         一般社団法人八千代市歯科医師会 

         会 長   陣 内   純 

  平成２７年１月２０日 

 

      甲  八千代市大和田新田３１２番地の５ 

         八千代市 

         八千代市長 秋 葉 就 一 

                        

       乙 八千代市ゆりのき台２丁目１０番地 

         一般社団法人 八千代市薬剤師会 

         会長    秋 吉 恵 蔵 
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現在の「災害時の応急医療救護活動に関する覚書」の比較 

医師会 歯科医師会 薬剤師会 

災害時の応急医療救護活動に関する覚書 災害時の歯科医療活動に関する覚書 災害時における薬剤師の派遣及び医薬品等の供給等に関する覚書 

八千代市（以下「甲」という。）と一般社団法人八千代

市医師会（以下「乙」という。）において，平成２６年１

０月２７日付けで締結した「災害時の応急医療救護活動

に関する協定書」で定める事項に関し，次のとおり覚書

を締結するものとする。 

八千代市（以下「甲」という。）と一般社団法人八千代

市歯科医師会（以下「乙」という。）において，平成２６

年１０月２７日付けで締結した「災害時の歯科医療活動

に関する協定書」（以下「協定」という。）で定める事項

に関し，次のとおり覚書を交換し相互にこれを遵守する

ものとする。 

八千代市（以下「甲」という。）と一般社団法人八千代

市薬剤師会（以下「乙」という。）において，平成２７年

１月２０日付けで締結した「災害時における薬剤師の派

遣及び医薬品等の供給等に関する協定書」（以下「協定」

という。）に定める事項に関し，次のとおり覚書を交換し

相互にこれを遵守するものとする。 

（報酬） （報酬） （報酬） 

第１条 応急医療救護活動従事医師に対する報酬の額

は，１回の出動につき，次のとおりとする。 

 

 

(1)  医師 「八千代市特別職の職員等の給与，旅費及

び費用弁償に関する条例」（昭和４９年４月１日条

例第１号）に定める「学校医師」の報酬額とする。 

(2)  看護師等 医師の２分の１相当額とする。 

 

２ １回の出動時間は，３時間とする。ただし，３時間

を超え継続して応急医療救護活動（以下「救護活動」

という。）に従事した場合は，１時間あたり単価に超過

時間数を乗じた額を加算するものとする。 

３ 救護活動が，午後５時から翌日午前９時にわたる場

合は，１時間単位に次表により算出した額を加算した

額とする。 

 

第１条 協定第８条に規定する歯科医療活動に従事し

た歯科医師等の報酬の額は，次の区分による額とする

ものとする。 

 

(1)  歯科医師 「八千代市特別職の職員等の給与，旅

費及び費用弁償に関する条例」（昭和４９年４月１

日条例第１号）に定める「学校歯科医師」の報酬額 

(2)  歯科医師以外の医療活動従事者（歯科助手等） 

学校歯科医師の２分の１相当額 

２ 1 回の出動は３時間とする。ただし３時間を超え継

続して歯科医療活動に従事した場合の歯科医師等の

報酬は，１時間あたり単価に超過時間数を乗じた額を

加算するものとする。 

３ 歯科医療活動が，午後５時から翌日午前９時に渡る

場合の歯科医師等の報酬は，１時間あたり単価に次表

により算出した額を加算するものとする。 

 

第１条 協定第５条に規定する薬剤師の報酬の額は，八

千代市特別職の職員等の給与，旅費及び費用弁償に関

する条例（昭和４９年４月１日条例第１号）に定める

「学校薬剤師」の報酬額とするものとする。 

 

 

 

 

 

２ １回の出動は３時間とする。ただし，３時間を超え

継続して薬事業務に従事した場合の薬剤師の報酬は，

１時間あたり単価に超過時間数を乗じた額を加算する

ものとする。 

３ 薬事業務が，午後５時から翌日午前９時に渡る場合

の薬剤師の報酬は，１時間あたり単価に，次表により

算出した額を加算するものとする。 

 

同条の本文で規定 

（薬剤師以外の従事者は想定されていない 

ため，２号の規定はなし） 
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時 間 支 給 率 

午前５時 ～ 午前９時 

午後５時 ～ 午後１０時 

１２５ 

１００ 

午後１０時 ～ 午前５時 
１５０ 

１００ 

 

時 間 支 給 率 

午前５時 ～ 午前９時 

午後５時 ～ 午後１０時 

１２５ 

１００ 

午後１０時 ～ 午前５時 
１５０ 

１００ 

 
 

時 間 支 給 率 

午前５時 ～ 午前９時 

午後５時 ～ 午後１０時 

１２５ 

１００ 

午後１０時 ～ 午前５時 
１５０ 

１００ 

（医療品等の実費弁償） （医療品等の実費弁償） （医薬品等の実費弁償） 

第２条 救護活動を行うにあたり，医師の所有する医薬

品，衛生材料等を使用した場合，甲がその実費を負担

する。 

第２条 甲は，乙が歯科医療活動で使用した医薬品，衛

生材料等の実費相当額を負担するものとする。 

第２条 甲は，乙が応急医療救護活動において調達及

び供給した医薬品等について，実費相当額を負担する

ものとする。 

（協議）   

第３条 この覚書に定めるほか必要な事項は，別に定め

るものとする。 

  平成２６年１０月２７日 

 

       甲  八千代市大和田新田３１２番地の５ 

         八千代市 

         八千代市長 秋 葉 就 一 

                      

       乙 八千代市ゆりのき台２丁目１０番地 

         一般社団法人八千代市医師会 

         会長    椎 原 秀 茂 

  平成２６年１０月２７日 

 

      甲  八千代市大和田新田３１２番地の５ 

         八千代市 

         八千代市長 秋 葉 就 一 

                        

      乙 八千代市ゆりのき台２丁目１０番地 

         一般社団法人八千代市歯科医師会 

         会長    陣 内   純 

  平成２７年１月２０日 

 

      甲  八千代市大和田新田３１２番地の５ 

         八千代市 

         八千代市長 秋 葉 就 一 

                        

       乙 八千代市ゆりのき台２丁目１０番地 

         一般社団法人八千代市薬剤師会 

         会長    秋 吉 恵 蔵 

 

 

 

 

 

規定なし 規定なし 
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災害時の歯科医療活動に関する協定書に対する歯科医師会意見及び八千代市の見解 

災害時の歯科医療活動に関する協定書 歯科医師会意見・八千代市見解 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害（以

下「災害」という。）が八千代市において発生した場合，必要な歯科医療活動を円

滑に行うため，八千代市（以下「甲」という。）と一般社団法人八千代市歯科医師

会（以下「乙」という。）は次のとおり協定する。 

 

（総則）  

 第１条 この協定は，八千代市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づ

き，甲が行う応急医療救護活動（以下「救護活動」という。）における乙との歯

科医療活動の協力に関し，必要な事項を定める。 

（要請） 【歯科医師会①】 

●歯科医療班の編成について次のように明記していただきたい。歯科医療班（歯

科医師,歯科衛生士,歯科助手,事務職員等） 

➡【八千代市】明記するよう見直しをいたしますが，報酬に係わる部分となりま

すので，「等」でまとめなくて良いよう，考えられる構成員をお教えいただける

と幸いです。 

第２条 甲は，防災計画に基づく救護活動における歯科医療活動を実施する必要が

生じた場合は，乙に対し歯科医療班の派遣を要請することができるものとする。 

（要請への対応） 【歯科医師会②】 

●１項において，「八千代市において震度６弱以上の地震を観測したとき」とあり

ますが，「風水害や大規模災害が発生したとき」を加える必要はないでしょうか。

➡【八千代市】ご指摘のとおり，救護本部は，震度６弱以上の地震を観測したとき

だけでなく（自動設置），災害対策本部長（市長）が救護本部の設置を必要と認め

たときにも設置され，この場合も貴会には救護本部に参集いただくこととなりま

す。第３条は，救護本部への参集と救護所で歯科医療活動を行う歯科医療班につい

ての両方が規定されており，分かりづらくなってしまっているため，「八千代市応

急医療救護本部」の規定を，ご指摘の内容を踏まえた形で別に新設します。 

 

 

第３条 乙は，八千代市において震度６弱以上の地震を観測したとき，八千代市応

急医療救護本部（以下「救護本部」という。）に自ら参集し，歯科医療活動を掌

理するとともに，必要に応じて歯科医療班を編成し歯科医療活動を行うものとす

る。 
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２ 乙は，前項に定める救護本部に参集する歯科医師等について，予め定めておく

ものとする。 

３ 前２項に定めるほか，市に災害対策本部が設置され，本部長（市長）が歯科医

療活動の必要があると認めたときは，救護本部との連携を図り歯科医療活動を行

うものとする。 

【歯科医師会③】 

●同じく１項において，八千代市応急医療救護本部はどこに設置されるのか，協定・

覚書ともに記載がないので，明記すべきと思います。 

➡【八千代市】救護本部の設置場所は，八千代市応急医療救護本部設置要領に規定

されています。知っておくべき必要がある情報ですが，八千代市応急医療救護活動

マニュアルにも記載されていることから，本協定・覚書内で明記することは見送り

たいと考えます。 

【歯科医師会④】 

●同じく１項において，「八千代市応急救護本部に自ら参集し，」とありますが，「派

遣要請に基づき，八千代市応急救護本部に参集し，」にした方が参集の理由が明確

になると思いますがいかがでしょうか？ 

➡【八千代市】市が貴会へ派遣要請を行う歯科医療班とは，本協定において，救護

所で歯科医療活動を行う方々と解釈したいと思います。ご指摘にある「歯科医療活

動」が市からの派遣要請に基づいて行われることは，明記するよう見直しを行い，

救護本部の本部員として参集する歯科医師会の方々と混在しないよう，「八千代市

応急医療救護本部」についての規定を別に新設します。 

【歯科医師会⑤】 

●２項において「～歯科医師等について，予め定めておくものとする。」とありま

すが，その報告については必要ないのでしょうか？ 

➡【八千代市】ご提供をお願いします。 

（歯科医療班の業務） 【歯科医師会⑥】 

●救護所では，歯科用ユニット(ポータブルユニット含む)を用いるのか，それとも

安頭台付きの椅子だけで処置を行うのか明らかにしていただきたい。 

➡【八千代市】救護所等には歯を治療するための資機材が備わっていないため，ポ

ータブルユニットをご持参いただいてのご対応をお願いできればと考えておりま

す。 

第４条 歯科医療班は，救護所等において次に定める業務を行うものとする。 

(1) 歯科医療に係わる応急処置 

(2) 歯科診療記録等による被災者等の身元確認 

(3) 重症病者に対する後方歯科医療施設への転送の要否 

及び転送順位の決定 
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（歯科医師等の搬送） 【歯科医師会⑦】 

●歯科医師等の搬送とは，具体的にどのように行うのか教えていただきたい。 

➡【八千代市】歯科医療活動を行う歯科医師等について，市の職員が運転する公用

車等に同乗いただき，歯科医療活動が必要な場所まで搬送します。 

 

第５条 第３条第３項に定める歯科医師等の搬送については，必要に応じ甲が行う

ものとする。 

２ 歯科医療活動に必要となる医薬品等は，原則として乙が調達し搬送するものと

する。 

（後方歯科医療施設への転送）  

第６条 重傷病者の後方歯科医療施設への転送は，甲，乙協議のうえ転送先を決定

するものとし，その搬送は甲が行うものとする。 

（医療費）  

第７条 歯科医療班が救護所等で行った業務の医療費は，原則として無料とする。 

２ 後方歯科医療施設での医療費の負担は，患者負担とする。 

（費用弁償等）  

第８条 甲の要請に基づき，乙の指示により歯科医療活動に従事した歯科医師等に

対する費用弁償等は，別に定めるものとする。 

（災害補償等）  

第９条 甲の要請に基づき，乙の指示により歯科医療活動に従事した歯科医師等

が，そのために負傷し，疾病にかかり，又は死亡した場合は，災害救助法（昭和

２２年１０月１８日法律第１１８号）の例に準じて甲が災害補償を行うものとす

る。 

（医事紛争発生の措置）  

第１０条 この協定により実施した歯科医療活動に関して，患者との間に医事紛争

が発生した場合，甲は，乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し，適切

な措置を講ずるものとする。 

 

（旧協定の失効） 【歯科医師会⑧】 

●平成８年５月８日→平成２６年１０月２７日 

➡【八千代市】見直し時に変更します。 

第１１条 平成８年５月８日締結の「災害時の歯科医療活動に関する協定書」は，

この協定の成立をもって失効するものとする。 
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（協議）  

第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定書に定める事項に疑義が生じ

たときは，甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 

 上記協定の成立を証するため，本協定書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各１

通を保有するものとする。 

 

  平成２６年１０月２７日 

 

       甲  八千代市大和田新田３１２番地の５ 

八千代市 

八千代市長 秋 葉 就 一 

                        

       乙  八千代市ゆりのき台２丁目１０番地 

           一般社団法人八千代市歯科医師会 

会 長   陣 内   純 

【歯科医師会⑨】 

●締結の日付並びに甲乙の氏名の変更 

➡【八千代市】見直し時に変更します。 
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災害時の歯科医療活動に関する覚書に対する歯科医師会意見及び八千代市の見解 

災害時の歯科医療活動に関する覚書 歯科医師会意見・八千代市見解 

八千代市（以下「甲」という。）と一般社団法人八千代市歯科医師会（以下「乙」

という。）において，平成２６年１０月２７日付けで締結した「災害時の歯科医療

活動に関する協定書」（以下「協定」という。）で定める事項に関し，次のとおり覚

書を交換し相互にこれを遵守するものとする。 

 

（報酬） 【歯科医師会⑩】 

●昭和 49 年 4 月 1 日条例第 1号とありますが，改正年月日については関係ないの

でしょうか？ 

➡【八千代市】条例の制定年月日の引用となります。 

【歯科医師会⑪】 

●歯科医師以外の医療活動従事者の( )書きの中は次のようにしていただきたい。

(歯科衛生士，歯科助手，事務職員等) 

➡【八千代市】明記するよう見直しをいたしますが，報酬に係わる部分となります

ので，「等」でまとめなくて良いよう，考えられる構成員をお教えいただけると幸

いです。 

第１条 協定第８条に規定する歯科医療活動に従事した歯科医師等の報酬の額は，

次の区分による額とするものとする。 

(1)  歯科医師 「八千代市特別職の職員等の給与，旅費及び費用弁償に関する

条例」（昭和４９年４月１日条例第１号）に定める「学校歯科医師」の報酬額 

(2)  歯科医師以外の医療活動従事者（歯科助手等） 学校歯科医師の２分の１

相当額 

２ 1 回の出動は 3 時間とする，ただし，3 時間を超え継続して歯科医療活動に従

事した場合の歯科医師等の報酬は，１時間あたり単価に超過時間数を乗じた額を

加算するものとする。 

 

３ 歯科医療活動が，午後５時から翌日午前９時に渡る場合の歯科医師等の報酬

は，１時間あたり単価に次表により算出した額を加算するものとする。 
 

時 間 支 給 率 

午前５時 ～ 午前９時 

午後５時 ～ 午後１０時 

１２５ 

１００ 

午後１０時 ～ 午前５時 
１５０ 

１００ 
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（医療品等の実費弁償） 【歯科医師会⑫】 

●医療品等の実費弁償について，歯科医療活動とはどこまでを指すのか教えてい

ただきたい。 

➡【八千代市】協定第４条で規定する歯科医療班業務と考えております。 

第２条 甲は，乙が歯科医療活動で使用した医薬品，衛生材料等の実費相当額を負

担するものとする。 

  平成２６年１０月２７日 

 

       甲  八千代市大和田新田３１２番地の５ 

八千代市 

八千代市長 秋 葉 就 一 

                        

       乙  八千代市ゆりのき台２丁目１０番地 

           一般社団法人八千代市歯科医師会 

会 長   陣 内   純 

【歯科医師会⑬】 

●締結日付並びに甲乙の氏名の変更 

➡【八千代市】見直し時に変更します。 

― 

【歯科医師会⑭】 

●報酬に加え，歯科医療班の派遣・出動に要した費用の記載が必要と思われます。

(※協定書の第 5条 歯科医師等の搬送との兼ね合い) 

➡【八千代市】歯科医療班の派遣・出動していただくことへの報酬が第１条に規定

する額となります。 

協定書の第５条の歯科医師等の搬送は，市職員が必要に応じて救護所等まで搬送

することについての規定となりますが，自力で救護所等まで行く際に要した旅費

については実費相当額を負担することを新たに規定します。 

 

 

 


